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高
等
裁
判
所
部
総
括
判
事
の
人
事
を
め
ぐ
る
一
考
察

西　
　

川　
　

伸　
　

一

は
じ
め
に

　

私
は
こ
れ
ま
で
西
川
（
二
〇
一
〇
）・
西
川
（
二
〇
一
二
）・
西
川
（
二
〇
一
七
）
な
ど
を
通
し
て
、
幹
部
ポ
ス
ト
に
就
く
裁
判
官
の

キ
ャ
リ
ア
パ
ス
分
析
を
行
っ
て
き
た
。
そ
の
分
析
対
象
と
し
た
幹
部
ポ
ス
ト
は
具
体
的
に
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
最
高
裁
長
官
、

は
じ
め
に

1　

全
体
的
傾
向

2　

東
京
高
裁
部
総
括

3　

大
阪
高
裁
部
総
括

4　

名
古
屋
高
裁
部
総
括

5　

広
島
高
裁
部
総
括
・
福
岡
高
裁
部
総
括

6　

仙
台
高
裁
部
総
括
・
札
幌
高
裁
部
総
括
・
高
松
高
裁
部
総
括

む
す
び
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最
高
裁
判
事
、
最
高
裁
事
務
総
長
・
事
務
次
長
お
よ
び
最
高
裁
事
務
総
局
の
各
局
長）

1
（

、
高
裁
長
官
、
高
裁
事
務
局
長
、
地
裁
所
長
・

家
裁
所
長）

2
（

、
さ
ら
に
高
裁
支
部
長）

3
（

。

　

本
稿
は
こ
れ
ら
に
加
え
て
、
高
裁
部
総
括
判
事）

4
（

ポ
ス
ト
に
焦
点
を
当
て
、
裁
判
官
幹
部
人
事
の
研
究
を
よ
り
精
緻
化
し
よ
う
と
試

み
る
も
の
で
あ
る
。

　

と
い
う
の
も
、
こ
れ
か
ら
み
て
い
く
よ
う
に
東
京
高
裁
の
部
総
括
判
事
に
就
く
者
は
ほ
と
ん
ど
が
地
家
裁
所
長
経
験
者
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
地
家
裁
所
長
が
東
京
高
裁
部
総
括
判
事
に
異
動
す
る
こ
と
は
「
出
世
」
を
意
味
す
る
。
一
方
で
、
歴
代
の
高
松
高
裁
部

総
括
判
事
就
任
者
の
八
割
以
上
に
は
地
家
裁
所
長
歴
が
な
い
。
こ
こ
は
地
家
裁
所
長
歴
を
問
わ
ず
に
就
任
で
き
る
高
裁
部
総
括
ポ
ス

ト
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
同
じ
高
裁
部
総
括
判
事
と
い
っ
て
も
事
実
上
の
格
付
け
は
高
裁
ご
と
に
大
き

く
異
な
る
。

　

そ
こ
で
本
稿
は
、
高
裁
部
総
括
判
事
ポ
ス
ト
ご
と
に
歴
代
就
任
者
の
経
歴
的
デ
ー
タ
を
累
積
し
、
そ
こ
か
ら
各
ポ
ス
ト
の
キ
ャ
リ

ア
パ
ス
上
の
特
徴
を
導
き
出
す
こ
と
に
す
る）

5
（

。

1　

全
体
的
傾
向

　

本
稿
で
分
析
対
象
と
す
る
の
は
、
日
本
国
憲
法
下
で
司
法
修
習
を
終
了
し
た
裁
判
官
の
中
で
、
最
高
裁
よ
り
各
年
一
月
一
日
付
で

高
裁
の
「
部
の
事
務
を
総
括
す
る
者
に
指
名
」
さ
れ
た
裁
判
官
で
あ
る）

6
（

。
彼
ら
の
う
ち
最
も
早
く
高
裁
部
総
括
に
指
名
さ
れ
た
の
は

朝
田
孝
（
高
輪
一
期
））

（
（

で
あ
り
、
一
九
七
一
年
八
月
か
ら
札
幌
高
裁
部
総
括
を
務
め
た
。
そ
れ
以
降
、
二
〇
一
九
年
一
月
一
日
付
で

高
裁
部
総
括
に
「
指
名
」
さ
れ
た
者
ま
で
で
、
こ
の
ポ
ス
ト
に
就
い
た
裁
判
官
は
九
七
八
人
で
あ
る）

（
（

。
い
か
な
る
「
経
歴
的
資
源
」）

（
（

を
も
つ
裁
判
官
が
高
裁
部
総
括
に
達
し
て
い
る
の
か
。
そ
れ
を
出
身
大
学
と
司
法
行
政
ポ
ス
ト
の
勤
務
経
験
（「
級
班
区
分
」））

（1
（

に
基
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づ
い
て
集
計
し
た
の
が
表
1
で
あ
る
。

　

お
お
ま
か
に
い
え
ば
、
Ｓ
級
は
最

高
裁
事
務
総
局
勤
務
歴
を
も
つ
司
法

官
僚
で
あ
り
、
Ａ
・
Ｂ
級
は
そ
れ
が

な
い
実
務
裁
判
官
で
あ
る
（
西
川　

二
〇
一
〇
：
一
九
）。
た
だ
し
、
Ａ
1

は
行
政
官
庁
へ
の
出
向
な
ど
法
廷
現

場
を
離
れ
た
経
験
が
あ
り
、
Ａ
2
以

下
は
裁
判
実
務
一
筋
の
者
で
あ
る
。

本
稿
で
は
前
者
を
準
実
務
裁
判
官
、

後
者
を
実
務
裁
判
官
と
よ
び
分
け
る
。

　

そ
し
て
、
彼
ら
九
七
八
人
の
経
歴

を
す
べ
て
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
七
八

八
人
（
八
〇
・
六
％
）
は
高
裁
部
総
括

就
任
以
前
に
地
家
裁
所
長
を
経
験
し

て
い
た
。
多
く
の
場
合
、
地
家
裁
所

長
ポ
ス
ト
は
高
裁
部
総
括
に
「
出

世
」
す
る
経
歴
的
資
源
に
な
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。

経歴的資源

就任
者総
実数

出身大学等 級班区分 事務
総局
局長
など

性別

東大 京大
国公
立大

私大
その
他

不明 S1 S2 S3 A1 A2 B1 男 女

（（（ 360 1（3 1（6 21（ 2 30 16 4（ 145 333 3（（ 56 61 （60 1（

（％） 36.（ 1（.（ 20.0 22.2 0.2 3.1 1.6 5.0 14.（ 34.0 3（.（ 5.（ 6.2 （（.2 1.（

注）「事務総局局長など」とは最高裁事務総局の各局長あるいは法務省民事局長の勤務経験者の数（以下、
表 4，表 （，表 10，表 13，表 16，表 1（，表 22，表 25 も同じ）。

筆者作成（以下、表 2（ まで同じ）。

表 1　歴代高裁部総括就任者の経歴的資源

表 2　高裁部総括就任者のその後の経歴

高裁部
総括総
実数

退官 在官中
死亡

高裁部
総括等

地家裁
所長等

「要職 3」
ポスト 高裁長官 最高裁

判事
最高裁
長官

（（（ 56（ 10 1（4 322 22 115 23 5

（％） 5（.0 1.0 1（.（ 32.（ 2.2 11.（ 2.4 0.5

注 1）「高裁部総括等」には知財高裁部総括を、「地家裁所長等」には知財高裁所長を含む。
注 2）「「要職 3」ポスト」は最高裁事務総長、司法研修所長、および最高裁首席調査官を指し、

これらは法務省民事局長とともに最高裁裁判官就任者にとって、その前にいずれかをほぼ
必ず経由するポストになっている（西川　2010：35）。

注 3）重複して各ポストを歴任する者がいるため、各列の人数の合計数は総実数とは合わない。
比率の合計は 100％を超える。

注 4）高裁部総括現職者やキャリア途中の者がいるため比率は暫定数である。
＊注 3）と注 4）については、表 6，表 （，表 12，表 15，表 1（，表 21，表 24，表 2（ も同じ。
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次
に
歴
代
高
裁
部
総
括
就
任
者
の
そ
の
後
の
経
歴
に
目
を
向
け
て
み
る
（
表
2
）。

　

こ
の
ポ
ス
ト
で
の
退
官
者
は
六
割
近
く
に
な
る
。
従
っ
て
高
裁
部
総
括
は
基
本
的
に
は
「
上
が
り
」
の
ポ
ス
ト
と
位
置
づ
け
ら
れ

る
。
退
官
者
の
内
訳
は
定
年
退
官
二
八
五
人
（
五
〇
・
三
％
）、
依
願
退
官
二
六
九
人
（
四
七
・
四
％
）
お
よ
び
任
期
終
了
退
官
一
三
人

（
二
・
三
％
）
で
あ
る
。
つ
ま
り
お
よ
そ
半
数
が
六
五
歳
の
定
年
を
待
た
ず
に
退
官
す
る）

（（
（

。
ま
た
、
三
割
強
は
地
家
裁
所
長
へ
異
動
す

る
。
所
長
経
験
者
が
高
裁
部
総
括
に
就
く
一
方
で
、
逆
の
異
動
も
あ
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
「
降
格
」
で
は
な
く
「
横
滑

り
」
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
ポ
ス
ト
が
高
裁
所
在
地
地
裁
所
長
あ
る
い
は
「
三
強
所
長
」）

（1
（

の
場
合
は
「
出
世
」
と
み
な
す

べ
き
で
あ
ろ
う
。
該
当
者
は
の
べ
九
五
人
（
実
数
九
三
人
）
い
る）

（1
（

。

　

さ
ら
に
二
割
弱
は
他
の
高
裁
部
総
括
ポ
ス
ト
に
「
横
滑
り
」
し
一
割
強
は
高
裁
長
官
に
「
出
世
」
し
て
い
る
。
な
の
で
「
ミ
ス

タ
ー
司
法
行
政
」
と
よ
ば
れ
た
矢
口
洪
一
元
最
高
裁
長
官
（
高
輪
一
期
）
の
表
現
を
借
り
れ
ば
、「
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
」（
矢
口　
二
〇

〇
四
：
二
一
六
）
と
い
う
気
に
さ
せ
る
ポ
ス
ト
で
も
あ
る
。
司
法
修
習
終
了
者
の
中
で
二
〇
一
九
年
八
月
末
日
ま
で
の
高
裁
長
官
就

任
者
は
一
四
九
人
で
あ
る
。
う
ち
一
一
五
人
は
高
裁
部
総
括
か
ら
上
が
っ
て
い
る
の
で
八
割
近
く
に
な
る
。
高
裁
部
総
括
就
任
者

（
後
述
の
よ
う
に
主
に
東
京
）
は
「
気
の
毒
」（
同
）
な
期
待
感
を
抱
く
か
も
し
れ
な
い
。

　

と
こ
ろ
が
「
要
職
3
」
ポ
ス
ト
（
表
2
の
注
2
を
み
よ
）
に
は
ほ
と
ん
ど
就
い
て
い
な
い
。
司
法
修
習
終
了
者
の
う
ち
二
〇
一
九

年
八
月
末
日
ま
で
の
「
要
職
3
」
ポ
ス
ト
就
任
者
は
四
四
人
で
あ
る
。
彼
ら
の
う
ち
高
裁
部
総
括
を
経
由
し
た
者
は
半
数
の
二
二
人

で
し
か
な
い
。
最
高
裁
入
り
が
有
望
視
さ
れ
る
者
は
地
家
裁
所
長
の
あ
と
高
裁
部
総
括
を
ス
キ
ッ
プ
し
て
「
要
職
3
」
ポ
ス
ト
に
就

く
の
で
あ
る
。
二
〇
〇
〇
年
三
月
に
最
高
裁
判
事
に
任
命
さ
れ
た
町
田
顯
（
一
三
期
）
か
ら
二
〇
一
九
年
九
月
任
命
の
林
道
晴
（
三

四
期
）
ま
で
、
職
業
裁
判
官
枠
で
最
高
裁
裁
判
官
に
就
い
た
者
は
二
一
人
で
あ
る
。
う
ち
高
裁
部
総
括
未
就
任
者
は
一
一
人
も
い
る
。

　

加
え
て
、
歴
代
高
裁
部
総
括
就
任
者
の
高
裁
別
内
訳
は
表
3
の
と
お
り
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
就
任
者
の
べ
数
は
各
高
裁
で
部
が

設
置
さ
れ
て
い
る
数）

（1
（

に
ほ
ぼ
対
応
し
て
い
る
。
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以
上
の
全
体
的
傾
向
を
踏
ま
え
て
、
八
高
裁
そ
れ
ぞ
れ
の
高
裁

部
総
括
の
特
徴
を
順
次
検
討
し
て
い
こ
う
。

2　

東
京
高
裁
部
総
括

　

歴
代
東
京
高
裁
部
総
括
就
任
者
の
経
歴
的
資
源
を
表
4
に
掲
げ

た
。

　

出
身
大
学
で
は
東
大
が
全
国
的
傾
向
を
大
き
く
上
回
っ
て
半
分

以
上
を
占
め
る
。
逆
に
京
大
と
国
公
立
大
の
比
率
は
全
国
と
比
べ

て
三
ポ
イ
ン
ト
前
後
下
回
っ
て
い
る
。
3
で
述
べ
る
大
阪
高
裁
部

総
括
と
は
大
き
く
異
な
る
。「
級
班
区
分
」
を
み
る
と
Ｓ
1
で
全

国
一
六
人
中
一
四
人
、
Ｓ
2
で
全
国
四
九
人
中
四
六
人
が
東
京
に

集
中
し
て
い
る
。
Ｓ
3
も
全
国
一
四
五
人
中
九
七
人
が
東
京
に
務

め
る
。
合
計
す
れ
ば
、
東
京
就
任
者
の
半
分
近
く
は
最
高
裁
事
務

総
局
の
勤
務
経
験
を
も
つ
司
法
官
僚
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
「
事
務

総
局
局
長
な
ど
」（
最
高
裁
事
務
総
局
の
各
局
長
あ
る
い
は
法
務
省
民

事
局
長
の
経
験
者
）
を
み
て
も
、
東
京
が
全
国
六
一
人
中
六
〇
人

を
占
め
る
。
す
な
わ
ち
、
司
法
行
政
ポ
ス
ト
の
勤
務
経
験
を
豊
富

に
積
ん
だ
「
有
能
な
」
裁
判
官）

（1
（

が
東
京
高
裁
部
総
括
に
集
め
ら
れ

表 3　歴代高裁部総括就任者の高裁別就任者のべ数

高　裁 東京 知財 大阪 名古屋 広島 福岡 仙台 札幌 高松

部総括就任者総
のべ数（1100） 35（ 1（ 240 105 （0 125 61 5（ 55

（％） 32.5 1.6 21.（ （.5 （.3 11.4 5.5 5.4 5

注）のべ数としたのは 2 か所以上の高裁部総括ポストを歴任した者をそれぞれの高裁で
算入したためである。

表 4　歴代東京高裁部総括就任者の経歴的資源

経歴的資源

就任
者総
実数

出身大学等 級班区分 事務
総局
局長
など

性別

東大 京大
国公
立大

私大
その
他

不明 S1 S2 S3 A1 A2 B1 男 女

35（ 1（5 54 5（ 5（ 1 0 14 46 （（ 16（ 31 1 60 34（ （

（％） 51.（ 15.1 16.5 16.2 0.3 0 3.（ 12.（ 2（.2 4（.1 （.（ 0.3 16.（ （（.（ 2.2
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て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
準
実
務
裁
判
官
の
Ａ
1
の
比
率
も
全
国
よ
り
か
な
り
高
い
。

片
や
現
場
一
筋
の
実
務
裁
判
官
で
あ
る
Ａ
2
・
Ｂ
1
の
比
率
は
全
国
を
大
き
く
下
回

る
。

　

そ
し
て
、
三
五
七
人
中
三
四
三
人
（
九
六
・
一
％
）
は
東
京
高
裁
部
総
括
就
任
以
前

に
地
家
裁
所
長
を
務
め
て
い
る）

（1
（

。
法
務
省
幹
部
か
ら
の
転
官
者）

（1
（

以
外
で
地
家
裁
所
長

の
経
験
な
し
に
東
京
高
裁
部
総
括
に
就
い
た
の
は
一
九
九
一
年
三
月
就
任
の
竹
田
稔

（
一
〇
期
）
が
最
後
で
あ
る
。
も
は
や
、
地
家
裁
所
長
以
上
に
強
い
経
歴
的
資
源
と

な
る
法
務
省
民
事
局
長）

（1
（

か
ら
の
転
官
者
以
外
の
裁
判
官
は
、
地
家
裁
所
長
歴
が
な
け

れ
ば
東
京
高
裁
部
総
括
に
は
就
任
で
き
な
い
。
そ
の
地
家
裁
所
長
ポ
ス
ト
に
は
地
域

的
な
偏
り
は
あ
る
の
か
。
併
せ
て
、
東
京
高
裁
部
総
括
か
ら
地
家
裁
所
長
へ
異
動
す

る
場
合
は
ど
う
か
。
表
5
で
そ
れ
を
ま
と
め
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
地
家
裁
所
長
か
ら
東
京
高
裁
部
総
括
に
就
く
者
は
同
じ
東
京
高
裁

管
内
の
地
家
裁
所
長
経
験
者
が
半
数
以
上
に
達
す
る
。
後
述
の
と
お
り
、
大
阪
高
裁

部
総
括
以
外
は
同
じ
地
家
裁
所
長
経
験
者
が
半
数
を
超
え
て
い
る
。
比
率
は
大
き
く

下
が
る
が
次
い
で
高
い
の
は
札
幌
高
裁
管
内
か
ら
の
「
転
入
」
者
で
あ
る
。
こ
れ
に

は
「
北
海
道
方
式
」）

（1
（

が
関
係
し
て
い
よ
う
。

　

一
方
、
東
京
高
裁
部
総
括
か
ら
地
家
裁
所
長
へ
の
「
転
出
」
者
は
知
財
高
所
長
を

含
め
れ
ば
約
九
割
が
東
京
高
裁
管
内
で
あ
る
。
こ
れ
は
東
京
高
裁
部
総
括
ポ
ス
ト
が

他
の
七
高
裁
管
内
の
地
家
裁
所
長
ポ
ス
ト
よ
り
も
格
上
の
ポ
ス
ト
で
あ
る
こ
と
を
如

高裁管内 東京 知財 大阪 名古屋 広島 福岡 仙台 札幌 高松 合計

From 1（（ 0 24 26 11 23 2（ 32 13 346

（％） 54.6 0 6.（ （.5 3.2 6.6 （.1 （.2 3.（

To 61 3 0 5 0 0 1 0 1 （1

（％） （5.（ 4.2 0 （.0 0 0 1.4 0 1.4

注 1）「From」の行は各高裁管内の地家裁所長から東京高裁部総括に就いた者の数。
「To」の行は東京高裁部総括から各高裁管内の地家裁所長に就いた者の数。

注 2）「From」の行の合計が地家裁所長経験者の実数である 343 人より 3 人多いのは、
彼ら（時國康夫（3 期）、寺澤榮（3 期）、横山長（4 期））が東京高裁部総括に間隔を
あけて 2 回就任し、それぞれ異なる高裁管内の地家裁所長を経由して就いたためであ
る。

表 5　東京高裁部総括就任前後の高裁管内別地家裁所長数



（1

高等裁判所部総括判事の人事をめぐる一考察

実
に
示
し
て
い
る
。
東
京
高
裁
管
内
の
地
家
裁
所
長
へ
の
「
転
出
」
者
六
一
人
の
う
ち
五
一
人
は
、

「
そ
の
次
」
に
高
裁
長
官
を
期
待
で
き
る
「
三
強
所
長
」
に
就
い
て
い
る）

11
（

。
ま
た
、
名
古
屋
高
裁

管
内
地
家
裁
所
長
へ
の
「
転
出
」
者
五
人
の
ポ
ス
ト
は
全
員
が
名
古
屋
地
裁
所
長
で
あ
る
。
こ
れ

ら
か
ら
も
東
京
高
裁
部
総
括
の
格
付
け
の
高
さ
が
わ
か
る
。

　

こ
う
し
た
東
京
高
裁
部
総
括
就
任
者
は
地
家
裁
所
長
へ
の
異
動
を
含
め
て
、
そ
の
後
い
か
な
る

ポ
ス
ト
に
就
任
し
て
い
る
の
か
。
そ
れ
を
集
計
し
た
の
が
表
6
で
あ
る
。
就
任
者
の
半
数
以
上
は

こ
こ
で
退
官
し
、
そ
れ
以
外
の
者
は
ほ
と
ん
ど
が
「
出
世
」
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
東
京
高
裁
部

総
括
ポ
ス
ト
に
は
、「
上
が
り
」
ポ
ス
ト
と
栄
進
ポ
ス
ト
の
両
面
の
性
格
が
指
摘
で
き
る
。
後
者

に
つ
い
て
、
格
付
け
の
高
い
地
家
裁
所
長
へ
の
「
転
出
」
が
多
い
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
。
さ
ら

に
、
東
京
高
裁
の
特
別
の
支
部
で
あ
る
知
財
高
総
括
に
七
人
が
進
ん
で
い
る
。
他
の
高
裁
部
総
括

へ
「
横
滑
り
」
し
た
者
は
高
松
高
裁
部
総
括
へ
の
一
人
（
谷
澤
忠
弘
（
一
五
期
））
に
す
ぎ
な
い
。

ち
な
み
に
、
東
京
高
裁
部
総
括
に
間
隔
を
あ
け
て
二
回
就
任
し
た
者
は
一
一
人
い
る
。

　

こ
の
表
6
を
前
掲
表
2
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
み
よ
う
。「
要
職
3
」
ポ
ス
ト
へ
進
ん
だ
全
体
で

二
二
人
の
う
ち
二
〇
人
は
東
京
高
裁
部
総
括
経
験
者
で
あ
る
。
高
裁
長
官
へ
の
昇
進
率
は
全
体
で

は
一
割
強
な
の
に
対
し
て
、
東
京
高
裁
部
総
括
経
験
者
に
限
る
と
四
人
に
一
人
以
上
は
昇
進
し
て

い
る
。
最
高
裁
判
事
は
全
体
で
二
三
人
中
二
一
人
が
、
最
高
裁
長
官
に
な
る
と
全
員
が
東
京
経
験

者
で
あ
る
。
東
京
高
裁
部
総
括
と
い
う
経
歴
的
資
源
は
他
の
高
裁
部
総
括
に
比
べ
て
、
そ
の
後
の

栄
達
に
お
い
て
圧
倒
的
に
強
い
。

高裁部
総括総
実数

退官 在官中
死亡

知財高
総括等

地家裁
所長等

「要職 3」
ポスト 高裁長官 最高裁

判事
最高裁
長官

35（ 1（4 4 （ （1 20 （5 21 5

（％） 54.3 1.1 2.0 1（.（ 5.6 26.6 5.（ 1.4

注 1）「知財高総括等」には高松高裁部総括 1（谷澤忠弘（15 期））を含む。
注 2）「地家裁所長等」には知財高裁所長を含む。

表 6　東京高裁部総括就任者のその後の経歴
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3　

大
阪
高
裁
部
総
括

　

歴
代
大
阪
高
裁
部
総
括
就
任
者
の
経
歴
的
資

源
を
表
7
に
示
し
た
。

　

出
身
大
学
に
着
目
す
る
と
京
大
の
比
率
が
四

分
の
一
を
上
回
り
、
東
大
が
全
国
的
傾
向
よ
り

一
割
以
上
も
少
な
い
。
地
域
性
の
反
映
と
い
え

よ
う
。「
級
班
区
分
」
で
は
Ｓ
1
と
Ｓ
2
で
一

人
ず
つ
し
か
い
な
い
。
こ
れ
ら
「
級
班
」
は
東

京
に
寡
占
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
前
述
し
た
。
Ｓ

3
も
約
三
分
の
二
が
東
京
就
任
者
な
の
で
、
大

阪
就
任
者
は
全
国
よ
り
五
ポ
イ
ン
ト
以
上
低
い
。

こ
れ
ら
に
連
動
し
て
、
司
法
官
僚
が
就
任
す
る

「
事
務
総
局
局
長
な
ど
」
は
一
人
の
み
で
あ
る）

1（
（

。

こ
れ
に
対
し
て
、
Ａ
2
は
全
国
を
大
き
く
し
の

い
で
い
る
。
実
務
裁
判
官
が
歴
代
大
阪
高
裁
部

総
括
就
任
者
の
半
分
以
上
を
占
め
て
い
る
の
で

あ
る
。
司
法
官
僚
が
集
う
東
京
高
裁
部
総
括
ポ

ス
ト
と
は
対
照
的
で
あ
る
。

高裁管内 東京 知財 大阪 名古屋 広島 福岡 仙台 札幌 高松 合計

From 3 0 （4 20 3（ 36 13 14 36 235

（％） 1.3 0 31.5 （.5 16.6 15.3 5.5 6.0 15.3

To 4 0 35 0 0 0 0 0 3 42

（％） （.5 0 （3.3 0 0 0 0 0 （.1

注 1）「From」の行は各高裁管内の地家裁所長から大阪高裁部総括に就いた者の数。
「To」の行は大阪高裁部総括から各高裁管内の地家裁所長に就いた者の数。

注 2）「From」の行の合計が地家裁所長経験者の実数である 230 人より 5 人多いのは、
彼ら（石川恭（3 期）、荻田健治郎（3 期）、大西一夫（4 期）、山下郁夫（31 期）、石井
寛明（34 期））が大阪高裁部総括に間隔をあけて 2 回就任し、それぞれ異なる高裁管
内の地家裁所長を経由して就いたためである。

表 8　大阪高裁部総括就任前後の高裁管内別地家裁所長数

表 7　歴代大阪高裁部総括就任者の経歴的資源

経歴的資源

就任
者総
実数

出身大学等 級班区分 事務
総局
局長
など

性別

東大 京大
国公
立大

私大
その
他

不明 S1 S2 S3 A1 A2 B1 男 女

240 5（ 6（ 51 63 1 1 1 1 22 （5 12（ 4 1 235 5

（％） 23.（ 2（.（ 21.3 26.3 0.4 0.4 0.4 0.4 （.2 35.4 52.（ 1.（ 0.4 （（.（ 2.1
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加
え
て
、
二
四
〇
人
中
二
三
〇
人
（
九
五
・
八
％
）
は
大
阪
高
裁
部
総
括
就
任
以
前
に
地
家
裁
所
長
を
経

験
し
て
い
る）

11
（

。
地
家
裁
所
長
の
経
験
な
し
に
大
阪
高
裁
部
総
括
に
就
い
た
の
は
一
九
九
九
年
一
二
月
就
任

の
妹
尾
圭
策
（
一
六
期
）
が
最
後
で
あ
る
。
大
阪
は
東
京
と
同
じ
く
地
家
裁
所
長
歴
を
必
須
と
し
て
い
る
。

次
に
、
歴
代
大
阪
高
裁
部
総
括
就
任
者
の
地
家
裁
所
長
か
ら
の
／
へ
の
異
動
状
況
を
、
高
裁
管
内
別
に
ま

と
め
て
み
た
（
表
8
）。

　

大
阪
高
裁
管
内
の
地
家
裁
所
長
か
ら
大
阪
高
裁
部
総
括
へ
の
異
動
は
三
割
強
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
他

の
七
高
裁
で
は
同
じ
高
裁
管
内
か
ら
の
異
動
は
い
ず
れ
も
五
割
を
超
え
て
い
る
。
こ
の
低
さ
は
大
阪
固
有

の
傾
向
で
あ
る
。
そ
の
分
、
広
島
、
福
岡
、
高
松
の
各
地
家
裁
所
長
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
五
％
以
上
が
「
転

入
」
し
て
き
て
い
る
。
裁
判
官
を
大
阪
中
心
に
異
動
さ
せ
る
人
事
は
「
西
回
り
」
と
俗
称
さ
れ
る
。
彼
ら

が
キ
ャ
リ
ア
の
最
後
に
大
阪
に
集
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
対
照
的
に
、「
転
出
」
者
に
つ
い
て
は
東
京
と

同
様
に
同
じ
高
裁
管
内
へ
の
異
動
が
圧
倒
的
で
あ
る
。
東
京
へ
は
若
干
あ
る
も
の
の
、
名
古
屋
か
ら
札
幌

ま
で
は
皆
無
で
あ
る
。
大
阪
高
裁
管
内
か
ら
み
て
「
格
下
」
の
他
高
裁
管
内
の
地
家
裁
所
長
に
、
大
阪
高

裁
部
総
括
経
験
者
は
就
か
せ
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
高
松
へ
の
三
人
は
例
外
で
あ
る）

11
（

。

　

こ
う
し
た
地
家
裁
所
長
へ
の
「
転
出
」
を
含
め
て
、
大
阪
高
裁
部
総
括
就
任
者
は
、
そ
の
後
い
か
な
る

ポ
ス
ト
に
就
任
し
て
い
る
の
か
。
そ
れ
を
集
計
し
た
の
が
表
9
で
あ
る
。

　

こ
の
ポ
ス
ト
で
の
退
官
者
が
七
割
に
の
ぼ
る
こ
と
も
大
阪
の
み
の
特
徴
で
あ
る
。「
西
回
り
」
の
裁
判

官
が
、
大
阪
高
裁
部
総
括
に
「
出
世
」
し
て
退
官
す
る
「
上
が
り
」
ポ
ス
ト
の
性
格
を
有
し
て
い
る
の
だ
。

こ
こ
で
の
退
官
者
が
多
い
分
、
地
家
裁
所
長
へ
の
異
動
率
は
全
国
の
半
分
近
く
で
し
か
な
い
。
他
の
高
裁

部
総
括
に
異
動
し
た
一
四
人
の
内
訳
は
東
京
一
一
、
知
財
二
、
福
岡
一
で
あ
る
。
や
は
り
「
格
上
」
の
高

高裁部
総括総
実数

退官 在官中
死亡

他高裁
部総括

地家裁
所長

「要職 3」
ポスト 高裁長官 最高裁

判事
最高裁
長官

240 16（ 4 14 42 0 15 0 0

（％） （0.4 1.（ 5.（ 1（.5 0 6.3 0 0

表 9　大阪高裁部総括就任者のその後の経歴
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裁
部
総
括
に
「
横
滑
り
」
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
大
阪
高
裁
部
総
括
に
間
隔
を
あ
け
て
二
回
就
任
し
た
者
は
一
〇
人
い
る
。

　
「
要
職
3
」
ポ
ス
ト
、
ひ
い
て
は
最
高
裁
入
り
を
望
む
に
あ
た
っ
て
は
、
大
阪
高
裁
部
総
括
の
経
歴
的
資
源
と
し
て
の
価
値
は
な

い
と
断
ぜ
ざ
る
を
得
な
い
。
高
裁
長
官
へ
の
「
出
世
」
も
全
国
の
半
分
強
の
比
率
に
と
ど
ま
る
の
で
期
待
薄
で
あ
る
。

4　

名
古
屋
高
裁
部
総
括

　

歴
代
名
古
屋
高
裁
部
総
括
就
任
者
の
経
歴
的
資
源
は
表
10
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

全
国
的
傾
向
と
比
べ
て
、
出
身
大
学
を
み
る
と
京
大
の
比
率
が
低
い
分
、
国
公
立
大
が
高
い
。「
級
班
区
分
」
で
は
Ｓ
1
は
お
ら

ず
Ｓ
2
が
一
人
の
み
で
あ
る）

11
（

。
Ｓ
3
も
全
国
を
下
回
っ
て
い
る
。
一
方
、
Ａ
2
は
全
国
を
大
き
く
し
の
い
で
い
る
。
Ｂ
1
も
含
め
れ

ば
、
実
務
裁
判
官
が
歴
代
名
古
屋
高
裁
部
総
括
就
任
者
の
六
割
以
上
に
及
ぶ
。「
事
務
総
局
局
長
な
ど
」
は
い
な
い
（
広
島
以
下
五
高

裁
も
同
じ
で
あ
る
）。
大
阪
の
み
な
ら
ず
名
古
屋
の
こ
の
傾
向
か
ら
も
、
東
京
の
別
格
性
が
わ
か
る
。

　

就
任
者
総
実
数
一
〇
五
人
の
う
ち
七
九
人
（
七
五
・
二
％
）
は
名
古
屋
高
裁
部
総
括
就
任
以
前
に
地
家
裁
所
長
を
経
験
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
東
京
、
大
阪
と
は
異
な
り
、
名
古
屋
は
就
任
に
地
家
裁
所
長
歴
を
必
須
と
し
な
い
ポ
ス
ト
と
い
え
よ
う
。
中
で
も
、
名
古

屋
高
裁
金
沢
支
部
部
総
括
就
任
者
一
九
人
は
全
員
が
地
家
裁
所
長
歴
な
く
就
い
て
い
る
。
た
だ
し
、
そ
の
後
一
二
人
は
地
家
裁
所
長

に
就
任
し
た
。
広
島
高
裁
岡
山
支
部
と
福
岡
高
裁
宮
崎
支
部
の
部
総
括
も
全
員
が
所
長
歴
な
く
就
い
て
い
る）

11
（

。
高
裁
支
部
部
総
括
は

地
家
裁
所
長
よ
り
前
に
就
く
、
地
家
裁
所
長
よ
り
格
下
の
ポ
ス
ト
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

続
い
て
、
歴
代
名
古
屋
高
裁
部
総
括
就
任
者
の
地
家
裁
所
長
か
ら
の
／
へ
の
異
動
状
況
を
、
高
裁
管
内
別
に
み
て
み
よ
う
（
表

11
）。

　

名
古
屋
高
裁
管
内
の
地
家
裁
所
長
か
ら
名
古
屋
高
裁
部
総
括
へ
の
異
動
は
半
数
強
に
達
し
て
い
る
。
数
は
大
き
く
離
れ
る
が
二
番
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目
に
多
い
の
が
仙
台
と
な
る
。
八
人
は
全
員

が
東
京
高
裁
管
内
の
「
定
着
」
者）

11
（

で
あ
る
。

仙
台
高
裁
管
内
の
地
家
裁
所
長
ポ
ス
ト
は
東

京
「
定
着
」
者
に
よ
っ
て
ほ
ぼ
「
植
民
地

化
」
さ
れ
て
い
る
（
西
川
二
〇
一
〇
：
一
四

一
―

一
四
二
）。
彼
ら
が
仙
台
高
裁
管
内
で
地

家
裁
所
長
歴
を
付
け
、
さ
ら
に
名
古
屋
で
高

裁
部
総
括
の
「
箔
付
け
」
を
し
て
退
官
す
る

の
で
あ
る
。「
転
出
」
者
に
つ
い
て
は
同
じ

高
裁
管
内
へ
の
異
動
が
や
は
り
多
い
。
東
京

へ
の
九
人
が
や
や
目
立
つ
。
名
古
屋
で
高
裁

部
総
括
歴
を
付
け
て
、
東
京
高
裁
管
内
の

「
格
上
」
所
長
ポ
ス
ト
で
あ
る
「
関
八
州
」

の
地
家
裁
所
長）

11
（

へ
栄
転
し
て
い
る
。
そ
れ
以

外
の
高
裁
管
内
へ
の
「
転
出
」
者
は
ほ
と
ん

ど
い
な
い
。

　

表
12
の
よ
う
に
、
こ
の
ポ
ス
ト
で
の
退
官

者
は
東
京
、
大
阪
と
は
異
な
り
五
割
に
至
ら

な
い
。
そ
し
て
、
地
家
裁
所
長
へ
の
異
動
率

高裁管内 東京 知財 大阪 名古屋 広島 福岡 仙台 札幌 高松 合計

From 5 0 3 41 4 6 （ 5 （ （0

（％） 6.3 0 3.（ 51.3 5 （.5 10 6.3 10

To （ 0 0 24 1 1 2 0 2 3（

（％） 23.1 0 0 61.5 2.6 2.6 5.1 0 5.1

注 1）「From」の行は各高裁管内の地家裁所長から名古屋高裁部総括に就いた者の数。
「To」の行は名古屋高裁部総括から各高裁管内の地家裁所長に就いた者の数。

注 2）「From」の行の合計が地家裁所長経験者の実数である （（ 人より 1 人多いのは、村
上悦雄（高輪 1 期）が名古屋高裁部総括に間隔をあけて 2 回就任し、それぞれ異なる
高裁管内の地家裁所長を経由して就いたためである。

注 3）「名古屋」には名古屋高裁金沢支部総括も含む。

表 11　名古屋高裁部総括就任前後の高裁管内別地家裁所長数

表 10　歴代名古屋高裁部総括就任者の経歴的資源

経歴的資源

就任
者総
実数

出身大学等 級班区分 事務
総局
局長
など

性別

東大 京大
国公
立大

私大
その
他

不明 S1 S2 S3 A1 A2 B1 男 女

105 3（ 13 2（ 23 0 3 0 1 10 2（ 5（ （ 0 102 3

（％） 3（.1 12.4 25.（ 21.（ 0 2.（ 0 1.0 （.5 26.（ 54.3 （.6 0 （（.1 2.（

注）「就任者総実数」には名古屋高裁金沢支部部総括就任者も含む。
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は
全
国
を
上
回
っ
て
い
る
。
他
の
高
裁
部
総
括
へ
の
異
動
率
も
合
わ
せ
れ
ば
五
割
以
上
と
な
る
。
ゆ

え
に
、「
上
が
り
」
ポ
ス
ト
と
「
横
滑
り
」
ポ
ス
ト
の
両
方
の
性
格
を
備
え
て
い
る
と
み
な
せ
る
。

ち
な
み
に
、
他
の
高
裁
部
総
括
へ
の
「
横
滑
り
」
一
七
人
の
内
訳
は
、
東
京
一
〇
人
、
大
阪
二
人
、

金
沢
支
部
か
ら
名
古
屋
本
庁
五
人
で
あ
る
。
大
阪
同
様
に
こ
こ
で
も
「
格
上
」
へ
の
「
横
滑
り
」
に

な
っ
て
い
る
。
名
古
屋
高
裁
部
総
括
に
間
隔
を
あ
け
て
二
回
就
任
し
た
者
は
四
人
い
る
。

　

し
か
し
、
名
古
屋
高
裁
部
総
括
と
い
う
経
歴
的
資
源
は
栄
進
に
は
全
く
役
立
た
な
い
。

5　

広
島
高
裁
部
総
括
・
福
岡
高
裁
部
総
括

　

歴
代
広
島
高
裁
部
総
括
就
任
者
の
経
歴
的
資
源
を
集
計
し
た
の
が
表
13
で
あ
る
。

　

全
国
的
傾
向
と
比
べ
て
、
出
身
大
学
で
東
大
の
比
率
が
低
い
分
、
国
公
立
大
と
私
大
の
そ
れ
が
若

干
高
い
。「
級
班
区
分
」
で
は
Ｓ
1
と
Ｓ
2
が
い
な
い
。
Ｓ
3
も
わ
ず
か
二
人
で
あ
り
、
Ａ
1
も
全

国
の
半
分
に
届
か
な
い
。
一
方
で
Ａ
2
が
三
分
の
二
以
上
を
占
め
る
。
Ｂ
1
も
合
わ
せ
れ
ば
実
務
裁

判
官
が
八
割
以
上
に
も
な
る
。

　

広
島
高
裁
部
総
括
就
任
者
総
実
数
八
〇
人
の
う
ち
地
家
裁
所
長
経
験
者
は
三
七
人
（
四
六
・
三
％
）

に
と
ど
ま
る
。
つ
ま
り
、
就
任
に
あ
た
っ
て
地
家
裁
所
長
歴
は
あ
ま
り
重
視
さ
れ
な
い
ポ
ス
ト
な
の

で
あ
る
。
こ
れ
は
東
京
、
大
阪
、
名
古
屋
と
の
大
き
な
相
違
点
で
あ
る
。
次
に
、
歴
代
広
島
高
裁
部

総
括
就
任
者
の
地
家
裁
所
長
か
ら
の
／
へ
の
異
動
状
況
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
（
表
14
）。

　

地
家
裁
所
長
か
ら
の
就
任
者
は
西
日
本
に
完
全
に
偏
し
て
い
る
。
こ
れ
も
東
京
、
大
阪
、
名
古
屋

高裁部
総括総
実数

退官 在官中
死亡

他高裁
部総括

地家裁
所長

「要職 3」
ポスト 高裁長官 最高裁

判事
最高裁
長官

105 51 1 1（ 3（ 0 1 0 0

（％） 4（.6 1.0 16.2 3（.1 0 1.0 0 0

注）「他高裁部総括」には名古屋高裁金沢支部部総括から名古屋高裁部総括への異動を含む。

表 12　名古屋高裁部総括就任者のその後の経歴
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と
全
く
異
な
る
。
逆

に
地
家
裁
所
長
へ
の

就
任
者
は
七
割
が
同

じ
高
裁
管
内
で
あ
る
。

東
京
へ
出
た
三
人
は

東
京
「
定
着
」
者
で

あ
る
。
広
島
で
高
裁

部
総
括
の
「
箔
付

け
」
を
し
て
、「
関

八
州
」
の
家
裁
所
長

と
し
て
戻
り
そ
こ
で

定
年
退
官
を
迎
え
た）

11
（

。

高
松
へ
の
三
人
は
い

ず
れ
も
所
長
歴
な
く

広
島
高
裁
部
総
括
に

就
い
て
、
そ
れ
を
経

歴
的
資
源
に
高
松
高

裁
管
内
の
地
家
裁
所

長
ポ
ス
ト
を
得
た
の

高裁管内 東京 知財 大阪 名古屋 広島 福岡 仙台 札幌 高松 合計

From 0 0 0 0 1（ 13 0 0 3 35

（％） 0 0 0 0 54.3 3（.1 0 0 （.6

To 3 0 0 0 20 1 1 0 3 2（

（％） 10.（ 0 0 0 （1.4 3.6 3.6 0 10.（

注 1）「From」の行は各高裁管内の地家裁所長から広島高裁部総括に就いた者の数。
「To」の行は広島高裁部総括から各高裁管内の地家裁所長に就いた者の数。

注 2）「広島」には広島高裁岡山支部総括も含む。

表 14　広島高裁部総括就任前後の高裁管内別地家裁所長数

表 13　歴代広島高裁部総括就任者の経歴的資源

経歴的資源

就任
者総
実数

出身大学等 級班区分 事務
総局
局長
など

性別

東大 京大
国公
立大

私大
その
他

不明 S1 S2 S3 A1 A2 B1 男 女

（0 22 14 1（ 1（ 0 （ 0 0 2 13 54 11 0 （（ 2

（％） 2（.5 1（.5 21.3 23.（ 0 10 0 0 2.5 16.3 6（.5 13.6 0 （（.5 2.5

注）「就任者総実数」には広島高裁岡山支部部総括就任者も含む。

表 15　広島高裁部総括就任者のその後の経歴

高裁部
総括総
実数

退官 在官中
死亡

他高裁
部総括

地家裁
所長

「要職 3」
ポスト 高裁長官 最高裁

判事
最高裁
長官

（0 35 0 16 2（ 0 0 0 0

（％） 43.（ 0 20 35 0 0 0 0

注）「他高裁部総括」には広島高裁岡山支部部総括から広島高裁部総括への異動を含む。
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ち
依
願
退
官
し
て
い
る）

11
（

。

　

表
15
の
よ
う
に
、
こ
の
ポ
ス
ト
で
の
退
官
者
は
名
古
屋
と
同
様
に
五
割
に
達
し
な
い
。
す
な
わ
ち
こ
こ
も
、「
上
が
り
」
ポ
ス
ト

と
「
横
滑
り
」
ポ
ス
ト
の
二
つ
の
性
格
を
も
っ
て
い
る
。
他
の
高
裁
部
総
括
へ
の
「
横
滑
り
」
一
六
人
の
内
訳
は
、
大
阪
七
人
、
名

古
屋
四
人
、
福
岡
二
人
、
岡
山
支
部
か
ら
本
庁
へ
三
人
で
あ
る
。
や
は
り
「
格
上
」
へ
の
「
横
滑
り
」
で
あ
る
。
広
島
に
間
隔
を
あ

け
て
二
回
就
い
た
者
は
二
人
、
三
回
の
者
が
一
人
（
注（
（
）参
照
）
い
る
。
広
島
も
「
出
世
」
に
は
つ
な
が
ら
な
い
ポ
ス
ト
で
あ
る
。

　

さ
て
、
歴
代
福
岡
高
裁
部
総
括
就
任
者
の
経
歴
的
資
源
を
表
16
に
ま
と
め
た
。

　

全
国
的
傾
向
と
比
べ
て
、
出
身
大
学
で
は
東
大
、
京
大
の
比
率
が
低
く
、
国
公
立
大
の
そ
れ
が
高
い
。
そ
の
三
四
人
中
半
数
以
上

の
一
八
人
が
九
大
出
身
で
あ
る
。「
級
班
区
分
」
に
つ
い
て
は
Ｓ
1
が
一
人
と
Ｓ
3
が
一
一
人
で
あ
る
。
Ａ
1
は
全
国
に
比
べ
て
一

〇
ポ
イ
ン
ト
低
い
。
そ
れ
で
も
広
島
よ
り
八
ポ
イ
ン
ト
高
く
、
福
岡
の
ほ
う
が
準
実
務
裁
判
官
が
多
い
。
他
方
、
Ａ
2
と
Ｂ
1
を
合

わ
せ
れ
ば
実
務
裁
判
官
は
三
分
の
二
に
達
す
る
。

　

福
岡
高
裁
部
総
括
就
任
者
総
実
数
一
二
五
人
の
う
ち
地
家
裁
所
長
経
験
者
は
七
九
人
（
六
三
・
二
％
）
で
あ
る
。
広
島
よ
り
は
は
る

か
に
高
い
。
福
岡
で
は
地
家
裁
所
長
歴
は
部
総
括
就
任
に
と
っ
て
か
な
り
の
目
安
と
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
歴
代
福
岡
高
裁
部
総
括
就

任
者
の
地
家
裁
所
長
か
ら
の
／
へ
の
異
動
状
況
を
表
17
に
示
し
た
。

　

地
家
裁
所
長
か
ら
の
就
任
者
は
広
島
と
同
様
に
西
日
本
に
よ
っ
て
ほ
ぼ
占
め
ら
れ
て
い
る
。
同
じ
福
岡
高
裁
管
内
が
ほ
ぼ
八
割
と

圧
倒
的
で
あ
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
れ
は
後
述
の
札
幌
高
裁
管
内
に
次
ぐ
高
さ
で
あ
る
。
地
家
裁
所
長
へ
の
就
任
者
は
六
割
が
同

じ
高
裁
管
内
で
あ
る
。「From

」「T
o

」
と
も
に
福
岡
高
裁
管
内
で
自
己
完
結
に
近
い
状
態
に
あ
る）

11
（

。
東
京
へ
の
六
人
の
う
ち
三
人

は
広
島
の
場
合
と
同
様
に
福
岡
で
「
箔
付
け
」
し
て
い
る
。
広
島
へ
の
六
人
の
事
情
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
。

　

表
18
の
と
お
り
こ
の
ポ
ス
ト
で
の
退
官
者
も
五
割
に
は
及
ば
ず
、
福
岡
も
「
上
が
り
」
ポ
ス
ト
と
「
横
滑
り
」
ポ
ス
ト
の
性
格
を

併
せ
持
つ
。
他
の
高
裁
部
総
括
へ
の
「
横
滑
り
」
二
四
人
の
内
訳
は
、
東
京
四
人
（
う
ち
一
人
は
那
覇
支
部
か
ら
東
京
へ
）、
大
阪
一
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二
人
、
名
古
屋
一

人
、
広
島
三
人
、

高
松
一
人
、
宮
崎

支
部
か
ら
本
庁
へ

三
人
で
あ
る
。

「
格
上
」
へ
の

「
横
滑
り
」
が
多

い
が
、「
同
格
」

「
格
下
」
へ
の
異

動
も
み
ら
れ
る
。

福
岡
に
間
隔
を
あ

け
て
二
回
就
い
た

者
は
一
二
人
い
る
。

こ
こ
も
「
出
世
」

に
は
つ
な
が
ら
な

い
。

高裁管内 東京 知財 大阪 名古屋 広島 福岡 仙台 札幌 高松 合計

From 0 0 0 0 （ 63 1 0 （ （（

（％） 0 0 0 0 10.1 （（.（ 1.3 0 （.（

To 6 0 4 0 6 2（ 1 0 1 45

（％） 13.3 0 （.（ 0 13.3 60 11.1 0 11.1

注 1）「From」の行は各高裁管内の地家裁所長から福岡高裁部総括に就いた者の数。
「To」の行は福岡高裁部総括から各高裁管内の地家裁所長に就いた者の数。

注 2）「福岡」には福岡高裁宮崎支部部総括を含む。

表 17　福岡高裁部総括就任前後の高裁管内別地家裁所長数

表 16　歴代福岡高裁部総括就任者の経歴的資源

経歴的資源

就任
者総
実数

出身大学等 級班区分 事務
総局
局長
など

性別

東大 京大
国公
立大

私大
その
他

不明 S1 S2 S3 A1 A2 B1 男 女

125 3（ 20 34 26 0 （ 1 0 11 30 62 21 0 123 2

（％） 2（.6 16 2（.2 20.（ 0 6.4 0.（ 0 （.（ 24 4（.6 16.（ 0 （（.4 1.6

注）「就任者総実数」には福岡高裁宮崎支部部総括就任者も含む。

表 18　福岡高裁部総括就任者のその後の経歴

高裁部
総括総
実数

退官 在官中
死亡

他高裁
部総括

地家裁
所長

「要職 3」
ポスト 高裁長官 最高裁

判事
最高裁
長官

125 56 1 24 45 0 0 0 0

（％） 44.（ 0.（ 1（.2 36 0 0 0 0

注）「他高裁部総括」には福岡高裁宮崎支部部総括および福岡高裁那覇支部部総括から福岡高
裁部総括への異動を含む。
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6　

仙
台
高
裁
部
総
括
・
札
幌
高
裁
部
総
括
・
高
松
高
裁
部
総
括

　

歴
代
仙
台
高
裁
部
総
括
就
任
者
の
経
歴
的
資
源
を
表
19
に
掲
げ
た
。

　

全
国
的
傾
向
と
比
べ
て
、
出
身
大
学
で
は
京
大
の
比
率
が
一
〇
ポ
イ
ン
ト
近
く
低
い
。
こ
れ
も
地
域
性
で
あ
ろ
う
。
私
大
が
全
国

よ
り
一
五
ポ
イ
ン
ト
以
上
も
多
い
の
は
、「
級
班
区
分
」
の
Ａ
2
が
五
割
以
上
を
占
め
て
い
る
こ
と
と
関
連
し
て
い
る）

1（
（

。
Ｓ
1
と
Ｓ

2
は
い
な
い
。
Ｓ
3
は
五
人
い
る
。
Ａ
1
は
全
国
と
ほ
ぼ
同
じ
比
率
で
あ
る
。
Ａ
2
と
Ｂ
1
を
合
わ
せ
て
も
実
務
裁
判
官
は
六
割
に

満
た
な
い
。
こ
の
点
は
広
島
、
福
岡
と
は
異
な
る
。
仙
台
高
裁
管
内
の
地
家
裁
所
長
は
東
京
「
定
着
」
者
が
八
割
近
く
に
の
ぼ
る）

11
（

。

仙
台
高
裁
部
総
括
に
は
そ
の
彼
ら
が
多
く
就
く
た
め
、
こ
う
し
た
現
象
が
生
じ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
全
員
が
男
性
で
あ

る
。
の
ち
に
み
る
札
幌
、
高
松
も
同
様
で
、
こ
れ
ら
三
高
裁
の
部
総
括
判
事
に
は
ま
だ
女
性
が
就
い
た
こ
と
が
な
い
。

　

仙
台
高
裁
部
総
括
就
任
者
総
実
数
六
一
人
の
う
ち
地
家
裁
所
長
経
験
者
は
三
七
人
（
六
〇
・
七
％
）
で
あ
る
。
福
岡
よ
り
や
や
低
い

も
の
の
広
島
よ
り
は
か
な
り
高
い
。
歴
代
仙
台
高
裁
部
総
括
就
任
者
の
地
家
裁
所
長
か
ら
の
／
へ
の
異
動
状
況
を
集
計
し
た
の
が
表

20
で
あ
る
。

　

地
家
裁
所
長
か
ら
の
就
任
者
は
広
島
、
福
岡
と
対
照
的
に
東
日
本
か
ら
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
同
じ
仙
台
高
裁
管
内
が
四
分
の
三

以
上
と
福
岡
に
は
及
ば
な
い
が
き
わ
め
て
高
い
。
地
家
裁
所
長
へ
の
就
任
者
は
三
分
の
二
が
同
じ
高
裁
管
内
で
あ
る
。

　

表
21
の
と
お
り
こ
の
ポ
ス
ト
で
の
退
官
者
も
五
割
弱
で
、
仙
台
も
ま
た
「
上
が
り
」
ポ
ス
ト
と
「
横
滑
り
」
ポ
ス
ト
の
両
方
の
性

格
を
も
つ
。
他
の
高
裁
部
総
括
へ
の
「
横
滑
り
」
一
三
人
の
内
訳
は
、
東
京
七
人
、
大
阪
二
人
、
名
古
屋
四
人
で
あ
る
。「
格
上
」

へ
の
「
横
滑
り
」
に
限
ら
れ
る
。
東
京
高
裁
部
総
括
へ
の
七
人
は
全
員
が
東
京
「
定
着
」
者
で
、
う
ち
六
人
は
仙
台
高
裁
管
内
で
所

長
歴
と
高
裁
部
総
括
歴
を
付
け
て
東
京
に
戻
っ
て
い
る
。
仙
台
に
間
隔
を
あ
け
て
二
回
就
い
た
者
は
五
人
い
る
。
仙
台
も
「
出
世
」

と
は
縁
が
な
い
。
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次
に
、
歴
代
札
幌

高
裁
部
総
括
就
任
者

の
経
歴
的
資
源
は
表

22
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

全
国
的
傾
向
と
比

べ
て
、
出
身
大
学
で

は
京
大
の
比
率
が
七

ポ
イ
ン
ト
近
く
も
低

い
。
こ
れ
ま
た
地
域

性
で
あ
る
。「
級
班

区
分
」
を
み
る
と
Ｓ

1
と
Ｓ
2
が
い
な
い
。

Ｓ
3
は
六
人
で
あ
る
。

Ａ
1
は
全
国
よ
り
五

ポ
イ
ン
ト
低
い
反
面
、

Ａ
2
は
二
〇
ポ
イ
ン

ト
以
上
高
い
。
Ｂ
1

も
加
え
る
と
実
務
裁

判
官
が
六
割
に
達
す

高裁管内 東京 知財 大阪 名古屋 広島 福岡 仙台 札幌 高松 合計

From 2 0 0 1 1 0 2（ 5 0 3（

（％） 5.3 0 0 2.6 2.6 0 （6.3 13.2 0

To 6 0 0 1 1 0 16 0 0 24

（％） 25 0 0 4.2 4.2 0 66.（ 0 0

注 1）「From」の行は各高裁管内の地家裁所長から仙台高裁部総括に就いた者の数。
「To」の行は仙台高裁部総括から各高裁管内の地家裁所長に就いた者の数。

注 2）「From」の行の合計が地家裁所長経験者の実数である 3（ 人より 1 人多いのは、佐
藤邦夫（（ 期）が仙台高裁部総括に間隔をあけて 2 回就任し、それぞれ異なる高裁管
内の地家裁所長を経由して就いたためである。

表 20　仙台高裁部総括就任前後の高裁管内別地家裁所長数

表 19　歴代仙台高裁部総括就任者の経歴的資源

経歴的資源

就任
者総
実数

出身大学等 級班区分 事務
総局
局長
など

性別

東大 京大
国公
立大

私大
その
他

不明 S1 S2 S3 A1 A2 B1 男 女

61 1（ 5 13 23 0 1 0 0 5 21 32 3 0 61 0

（％） 31.1 （.2 21.3 3（.（ 0 1.6 0 0 （.2 34.4 52.5 4.（ 0 100 0

表 21　仙台高裁部総括就任者のその後の経歴

高裁部
総括総
実数

退官 在官中
死亡

他高裁
部総括

地家裁
所長

「要職 3」
ポスト 高裁長官 最高裁

判事
最高裁
長官

61 30 0 13 24 0 0 0 0

（％） 4（.2 0 21.3 3（.3 0 0 0 0
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る
。

　

札
幌
高
裁
部
総
括
就
任
者

総
実
数
五
九
人
の
う
ち
地
家

裁
所
長
経
験
者
は
一
〇
人

（
一
六
・
九
％
）
に
す
ぎ
な
い
。

高
松
と
と
も
に
、
他
の
六
高

裁
よ
り
き
わ
め
て
低
い
。
地

家
裁
所
長
経
験
は
経
歴
的
資

源
と
し
て
ほ
と
ん
ど
考
慮
さ

れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ

の
一
〇
人
中
九
人
は
同
じ
高

裁
管
内
か
ら
の
異
動
で
あ
る
。

逆
に
札
幌
高
裁
部
総
括
か
ら

地
家
裁
所
長
へ
の
「
転
出
」

者
は
札
幌
が
顕
著
に
高
く
は

な
く
、
大
阪
以
外
の
全
国
に

わ
た
る
（
表
23
）。

　

表
24
の
よ
う
に
、
こ
こ
で

の
退
官
者
は
四
分
の
一
に
も

高裁管内 東京 知財 大阪 名古屋 広島 福岡 仙台 札幌 高松 合計

From 0 0 0 0 0 0 1 （ 0 10

（％） 0 0 0 0 0 0 10 （0 0

To 3 0 0 3 4 3 5 6 4 2（

（％） 10.（ 0 0 10.（ 14.3 10.（ 1（.（ 32.1 14.3

注）「From」の行は各高裁管内の地家裁所長から札幌高裁部総括に就いた者の数。「To」
の行は札幌高裁部総括から各高裁管内の地家裁所長に就いた者の数。

表 23　札幌台高裁部総括就任前後の高裁管内別地家裁所長数

表 22　歴代札幌高裁部総括就任者の経歴的資源

経歴的資源

就任
者総
実数

出身大学等 級班区分 事務
総局
局長
など

性別

東大 京大
国公
立大

私大
その
他

不明 S1 S2 S3 A1 A2 B1 男 女

5（ 23 （ 13 13 0 3 0 0 6 1（ 35 1 0 5（ 0

（％） 3（.0 11.（ 22.0 22.0 0 5.1 0 0 10.2 2（.（ 5（.3 1.（ 0 100 0

表 24　札幌高裁部総括就任者のその後の経歴

高裁部
総括総
実数

退官 在官中
死亡

他高裁
部総括

地家裁
所長

「要職 3」
ポスト 高裁長官 最高裁

判事
最高裁
長官

5（ 14 0 25 2（ 0 0 0 0

（％） 23.（ 0 42.4 4（.5 0 0 0 0
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達
し
て
い
な
い
。「
上
が
り
」

ポ
ス
ト
と
い
う
よ
り
「
横
滑

り
」
ポ
ス
ト
な
の
で
あ
る
。

他
高
裁
部
総
括
へ
の
「
横
滑

り
」
の
内
訳
は
、
東
京
五
、

大
阪
八
、
名
古
屋
六
、
福
岡

二
、
仙
台
四
と
な
っ
て
い
る
。

間
隔
を
あ
け
て
二
回
就
い
た

者
が
い
な
い
の
は
札
幌
の
み

の
特
徴
で
あ
る
。
そ
し
て
、

こ
の
経
歴
的
資
源
だ
け
な
ら

ば
そ
の
後
の
「
出
世
」
は
無

理
で
あ
る
。

　

最
後
に
、
歴
代
高
松
高
裁

部
総
括
就
任
者
の
経
歴
的
資

源
を
表
25
に
表
示
し
た
。

　

出
身
大
学
は
全
国
的
傾
向

と
比
べ
て
地
域
性
か
ら
京
大

が
や
や
多
い
。
私
大
が
多
い

高裁管内 東京 知財 大阪 名古屋 広島 福岡 仙台 札幌 高松 合計

From 0 0 0 0 0 1 0 1 （ （

（％） 0 0 0 0 0 11.1 0 11.1 （（.（

To 2 0 5 4 5 2 1 0 11 30

（％） 6.（ 0 16.（ 13.3 16.（ 6.（ 3.3 0 36.（

注）「From」の行は各高裁管内の地家裁所長から高松高裁部総括に就いた者の数。「To」
の行は高松高裁部総括から各高裁管内の地家裁所長に就いた者の数。

表 26　高松高裁部総括就任前後の高裁管内別地家裁所長数

表 25　歴代高松高裁部総括就任者の経歴的資源

経歴的資源

就任
者総
実数

出身大学等 級班区分 事務
総局
局長
など

性別

東大 京大
国公
立大

私大
その
他

不明 S1 S2 S3 A1 A2 B1 男 女

55 14 11 （ 15 0 （ 0 0 3 （ 33 11 0 55 0

（％） 25.5 20 14.5 2（.3 0 12.（ 0 0 5.5 14.5 60 20 0 100 0

表 27　高松高裁部総括就任者のその後の経歴

高裁部
総括総
実数

退官 在官中
死亡

他高裁
部総括

地家裁
所長

「要職 3」
ポスト 高裁長官 最高裁

判事
最高裁
長官

55 22 0 14 30 0 0 0 0

（％） 40 0 25.5 54.5 0 0 0 0
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の
は
Ａ
2
の
多
さ
と
の
関
連
で
あ
ろ
う
。
Ａ
2
と
Ｂ
1
の
実
務
裁
判
官
で
八
割
を
も
占
め
て
い
る
。

　

高
松
高
裁
部
総
括
就
任
者
総
実
数
五
五
人
の
う
ち
地
家
裁
所
長
経
験
者
は
九
人
（
一
六
・
四
％
）
で
、
札
幌
よ
り
も
さ
ら
に
若
干
低

い
。
札
幌
同
様
に
地
家
裁
所
長
経
験
は
就
任
に
は
考
慮
さ
れ
な
い
。
そ
の
九
人
中
七
人
は
同
じ
高
裁
管
内
か
ら
の
異
動
で
あ
る
。
高

松
か
ら
の
「
転
出
」
は
地
域
性
で
や
や
広
島
と
大
阪
が
多
い
も
の
の
、
札
幌
以
外
の
全
国
に
散
ら
ば
っ
て
い
る
（
表
26
）。
名
古
屋

へ
の
四
人
は
い
ず
れ
も
北
陸
の
地
家
裁
に
な
っ
て
い
る
。

　

こ
こ
で
の
退
官
者
は
四
割
で
あ
る
（
表
27
）。
札
幌
と
同
じ
く
、「
上
が
り
」
ポ
ス
ト
と
い
う
よ
り
は
「
横
滑
り
」
ポ
ス
ト
の
色
合

い
が
強
い
。
他
高
裁
部
総
括
へ
の
「
横
滑
り
」
は
東
京
一
人
、
大
阪
一
〇
人
、
名
古
屋
一
人
、
福
岡
二
人
で
あ
る
。
大
阪
の
一
〇
人

中
八
人
は
大
阪
「
定
着
」
者
で
、
高
松
高
裁
部
総
括
を
「
資
源
」
に
し
て
大
阪
高
裁
部
総
括
に
就
い
た
。
高
松
に
間
隔
を
あ
け
て
二

回
就
い
た
者
は
二
人
い
る
。

む
す
び

　

以
上
の
八
高
裁
ご
と
の
個
別
分
析
を
、
観
点
別
に
ま
と
め
直
し
て
む
す
び
と
し
た
い
。

　

第
一
に
経
歴
的
資
源
、
と
り
わ
け
地
家
裁
所
長
歴
の
観
点
か
ら
。
そ
れ
を
就
任
に
あ
た
っ
て
必
須
と
す
る
の
は
東
京
と
大
阪
で
あ

る
。
名
古
屋
は
四
分
の
三
程
度
、
福
岡
と
仙
台
は
六
割
ほ
ど
で
あ
る
が
広
島
は
五
割
弱
に
下
が
る
。
と
は
い
え
、
こ
れ
ら
四
高
裁
部

総
括
ポ
ス
ト
の
場
合
は
地
家
裁
所
長
歴
が
就
任
に
有
利
に
働
く
と
み
な
す
こ
と
は
で
き
よ
う
。
し
か
し
札
幌
と
高
松
で
は
二
割
に
も

至
ら
な
い
。
地
家
裁
所
長
歴
は
こ
れ
ら
へ
の
就
任
に
、
経
歴
的
資
源
と
し
て
ほ
と
ん
ど
意
味
を
な
さ
な
い
の
で
あ
る
。
所
長
歴
の
有

無
の
割
合
は
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
各
高
裁
部
総
括
ポ
ス
ト
の
格
付
け
を
示
唆
し
て
い
る
。

　

第
二
に
高
裁
部
総
括
退
任
後
の
栄
進
の
観
点
か
ら
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
東
京
が
別
格
的
に
有
利
で
あ
り
、
大
阪
は
高
裁
長
官
へ
の
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道
が
わ
ず
か
に
開
か
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
他
の
六
ポ
ス
ト
か
ら
の
栄
進
は
全
く
展
望
で
き
な
い
。

　

第
三
に
各
ポ
ス
ト
の
も
つ
性
格
の
観
点
か
ら
。「
上
が
り
」
と
栄
進
の
両
側
面
を
も
つ
の
は
東
京
だ
け
で
あ
る
。「
上
が
り
」
の
意

味
合
い
が
強
い
の
は
大
阪
で
あ
る
。「
上
が
り
」
と
「
横
滑
り
」
を
兼
ね
備
え
て
い
る
の
は
、
名
古
屋
、
広
島
、
福
岡
、
お
よ
び
仙

台
で
あ
る
。
札
幌
と
高
松
に
な
る
と
「
上
が
り
」
よ
り
「
横
滑
り
」
の
性
格
が
強
く
な
る
。

　

最
後
に
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
バ
ラ
ン
ス
の
観
点
を
付
言
し
て
お
く
。
仙
台
、
札
幌
、
高
松
の
高
裁
部
総
括
に
は
ま
だ
女
性
裁
判
官
が
就

い
て
い
な
い
。
早
急
に
改
め
る
べ
き
で
あ
る
。

（
1
）　

正
確
に
い
え
ば
、
裁
判
所
の
事
務
方
の
ト
ッ
プ
で
あ
る
最
高
裁
事
務
総
長
は
裁
判
官
で
は
な
い
。
裁
判
官
が
い
っ
た
ん
そ
の
身
分
を

離
れ
て
就
任
す
る
ポ
ス
ト
で
あ
る
。
一
方
、
事
務
次
長
（
臨
時
的
に
置
か
れ
る
）
お
よ
び
事
務
総
局
の
各
局
長
は
裁
判
官
が
就
く
ポ
ス
ト

で
あ
る
。

（
2
）　

地
裁
と
家
裁
は
都
府
県
庁
所
在
地
に
そ
れ
ぞ
れ
一
か
所
ず
つ
と
、
北
海
道
に
四
か
所
（
札
幌
・
函
館
・
旭
川
・
釧
路
）
ず
つ
置
か
れ

て
い
る
。
従
っ
て
、
地
裁
所
長
と
家
裁
所
長
合
計
で
一
〇
〇
の
所
長
ポ
ス
ト
が
あ
る
。
し
か
し
実
際
に
は
地
裁
所
長
と
家
裁
所
長
を
一
人

の
判
事
で
兼
務
し
て
い
る
ポ
ス
ト
が
二
九
あ
る
の
で
、
実
質
的
な
所
長
ポ
ス
ト
は
七
一
と
な
る
。

（
3
）　

高
裁
は
全
国
八
か
所
に
置
か
れ
て
い
る
が
、
支
部
に
は
名
古
屋
高
裁
金
沢
支
部
、
広
島
高
裁
岡
山
支
部
、
広
島
高
裁
松
江
支
部
、
福

岡
高
裁
宮
崎
支
部
、
福
岡
高
裁
那
覇
支
部
、
お
よ
び
仙
台
高
裁
秋
田
支
部
の
六
か
所
が
あ
る
。
加
え
て
、
東
京
高
裁
の
特
別
の
支
部
と
し

て
二
〇
〇
五
年
四
月
に
知
的
財
産
高
等
裁
判
所
が
設
置
さ
れ
た
。

（
4
）　

下
級
裁
判
所
事
務
処
理
規
則
四
条
五
項
に
い
う
「
部
の
事
務
を
総
括
す
る
裁
判
官
」
の
こ
と
で
、「
毎
年
あ
ら
か
じ
め
、
最
高
裁
判

所
が
、
当
該
高
等
裁
判
所
の
長
官
又
は
当
該
地
方
裁
判
所
若
し
く
は
家
庭
裁
判
所
の
所
長
の
意
見
を
聞
い
て
、
指
名
し
た
者
」
で
あ
る
。

部
総
括
判
事
は
地
裁
と
家
裁
に
も
存
在
し
、
裁
判
所
内
で
は
「
部
長
」
と
よ
ば
れ
る
。
平
た
く
い
え
ば
、
合
議
審
の
裁
判
長
で
あ
る
（
下

級
裁
判
所
事
務
処
理
規
則
五
条
二
項
）。

（
5
）　

高
裁
部
総
括
就
任
者
の
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
に
着
目
し
た
研
究
は
見
当
た
ら
な
い
。
た
だ
し
、「
日
本
の
サ
ン
ク
チ
ュ
ア
リ
シ
リ
ー
ズ
四
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〇
九　

検
察
べ
っ
た
り
の
「
官
僚
司
法
の
砦
」　

東
京
高
等
裁
判
所
」『
選
択
』（
二
〇
〇
八
年
九
月
号
）
の
中
で
、
元
東
京
高
裁
判
事
の

秋
山
賢
三
弁
護
士
が
、
東
京
高
裁
部
総
括
を
務
め
る
裁
判
官
の
考
え
方
の
傾
向
を
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。「（
各
部
の
）
部
長
は
多

く
が
地
家
裁
の
所
長
経
験
者
で
、
既
に
司
法
行
政
を
担
っ
て
き
て
い
る
。
だ
か
ら
官
僚
的
で
治
安
維
持
的
な
発
想
を
し
が
ち
に
な
る
」

（
同
一
一
七
頁
）。
さ
ら
に
、
毎
日
新
聞
記
者
の
川
名
壮
志
は
高
裁
部
総
括
判
事
の
心
理
を
こ
う
推
し
量
る
。「
高
裁
（
二
審
）
の
裁
判
官

は
皆
、
ベ
テ
ラ
ン
中
の
ベ
テ
ラ
ン
。
一
筋
縄
で
は
い
か
な
い
人
ば
か
り
で
す
。
裁
判
長
な
ど
は
、
会
社
で
い
え
ば
支
店
長
ク
ラ
ス
が
勢
ぞ

ろ
い
…
…
く
ら
い
に
イ
メ
ー
ジ
し
て
も
い
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。「
一
審
の
若
造
の
判
決
に
な
ん
ぞ
、
素
直
に
従
う
も
の
か
」
と
い
う
お

歴
々
が
い
て
も
不
思
議
で
は
あ
り
ま
せ
ん
」（
川
名　
二
〇
一
六
：
一
九
四
）。

（
6
）　

注（
4
）で
引
い
た
下
級
裁
判
所
事
務
処
理
規
則
四
条
五
項
の
前
半
部
分
に
は
「
部
の
事
務
を
総
括
す
る
裁
判
官
は
、
高
等
裁
判
所
長

官
、
地
方
裁
判
所
長
、
家
庭
裁
判
所
長
又
は
知
的
財
産
高
等
裁
判
所
長
若
し
く
は
高
等
裁
判
所
、
地
方
裁
判
所
若
し
く
は
家
庭
裁
判
所
の

支
部
長
が
属
す
る
部
に
お
い
て
は
、
そ
の
者
と
し
」
と
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
の
ポ
ス
ト
に
あ
る
者
は
充
て
職
的
に
部
総
括
判
事
と

な
る
。
本
稿
で
は
彼
ら
を
除
外
し
て
、
最
高
裁
に
よ
り
各
年
一
月
一
日
付
で
高
裁
の
「
部
の
事
務
を
総
括
す
る
者
に
指
名
」
さ
れ
た
裁
判

官
を
対
象
と
す
る
。
司
法
年
度
は
一
月
一
日
に
は
じ
ま
り
一
二
月
三
一
日
に
終
わ
る
。
部
総
括
裁
判
官
の
指
名
は
毎
年
一
月
一
日
付
で
行

わ
れ
る
。
な
お
、
司
法
修
習
を
経
ず
に
大
阪
大
学
法
学
部
教
授
か
ら
一
九
六
九
年
一
一
月
任
官
し
一
九
七
九
年
一
二
月
に
大
阪
高
裁
部
総

括
に
就
い
た
中
武
靖
夫
は
対
象
に
含
め
た
。

（
（
）　

戦
後
改
革
の
一
環
と
し
て
の
司
法
修
習
は
一
九
四
七
年
に
は
じ
ま
る
。
同
年
採
用
者
が
修
習
一
期
に
な
る
。
そ
れ
以
前
の
敗
戦
後
二

年
間
は
新
旧
制
度
の
移
行
期
に
あ
た
り
、
そ
れ
ぞ
れ
高
輪
一
期
、
高
輪
二
期
と
よ
ぶ
。
こ
れ
は
当
時
の
司
法
研
修
所
の
仮
庁
舎
が
東
京
・

高
輪
に
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
。

（
（
）　

大
阪
弁
護
士
会
所
属
の
山
中
理
司
弁
護
士
が
自
身
の
ブ
ロ
グ
（http://yam

anaka-bengoshi.jp/saibankan/

）
で
公
開
し
て
い

る
「
歴
代
の
高
裁
部
総
括
及
び
地
家
裁
部
総
括
の
一
覧
表
」、
お
よ
び
各
年
度
の
「
部
の
事
務
を
総
括
す
る
裁
判
官
名
簿
」、
お
よ
び
全
裁

判
官
経
歴
総
覧
編
集
委
員
会
編
（
二
〇
一
〇
）
に
基
づ
い
て
筆
者
が
算
出
し
た
結
果
に
よ
る
。
こ
の
九
七
八
人
の
う
ち
一
六
四
人
は
二
か

所
の
高
裁
部
総
括
を
、
あ
る
い
は
同
じ
高
裁
部
総
括
を
途
中
の
異
動
を
挟
ん
で
二
回
経
験
し
て
い
る
。
加
え
て
、
九
人
は
同
様
に
し
て
三

回
就
い
て
い
る
。
森
川
憲
明
（
四
期
）
に
至
っ
て
は
広
島
高
裁
部
総
括⇒
福
岡
高
裁
部
総
括⇒

広
島
高
裁
部
総
括
、
そ
し
て
広
島
地
裁
所

長
を
挟
ん
で
広
島
高
裁
部
総
括
と
の
べ
四
回
高
裁
部
総
括
を
経
験
し
て
い
る
。
た
だ
し
九
七
八
人
と
は
高
裁
部
総
括
就
任
の
の
べ
数
で
は
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な
く
、
そ
の
経
歴
を
持
つ
者
の
実
数
で
あ
る
。

（
（
）　
「
経
歴
的
資
源
」
と
は
西
川
（
二
〇
一
〇
）
で
提
起
し
た
、
裁
判
官
の
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
を
分
析
す
る
た
め
の
指
標
で
あ
る
。「
将
来
の

ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
に
有
用
と
期
待
さ
れ
る
経
歴
や
過
去
の
地
位
」
と
定
義
さ
れ
る
（
西
川　
二
〇
一
〇
：
一
七
）。
具
体
的
に
は
出
身
大
学

と
司
法
行
政
ポ
ス
ト
の
勤
務
経
験
を
指
す
。

（
10
）　

私
は
各
裁
判
官
の
司
法
行
政
ポ
ス
ト
の
勤
務
経
験
に
従
っ
て
、
以
下
の
よ
う
な
「
級
班
区
分
」
を
設
け
て
彼
ら
を
分
類
し
て
い
る
。

級

班

区
分
の
指
標

Ｓ

1

事
務
総
局
官
房
事
務
部
局
の
局
付
と
課
長
を
い
ず
れ
も
経
験
し
た
者

2

局
付
と
課
長
を
い
ず
れ
も
経
験
し
た
者

3

局
付
と
課
長
の
ど
ち
ら
か
を
経
験
し
た
者

Ａ

1

最
高
裁
調
査
官
も
し
く
は
司
法
研
修
所
教
官
と
し
て
、
ま
た
は
行
政
省
庁
等
に
勤
務
し
た
経
験
の
あ
る
者

2

右
記
以
外
で
大
都
市
地
裁
・
高
裁
勤
務
の
長
い
者

Ｂ

1

右
記
以
外
で
地
家
裁
部
総
括
の
経
験
の
あ
る
者

2

右
記
以
外
で
地
家
裁
部
総
括
の
経
験
の
な
い
者

出
所
：
西
川
（
二
〇
一
二
：
二
三
六
）。

（
11
）　

こ
う
し
た
裁
判
官
の
い
わ
ば
「
天
下
り
先
」
に
公
証
役
場
の
公
証
人
ポ
ス
ト
が
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
佐
賀
地
家
裁
所
長
の
の
ち

一
九
八
三
年
七
月
に
東
京
高
裁
部
総
括
で
依
願
退
官
し
、
霞
が
関
公
証
人
と
な
っ
た
倉
田
卓
治
（
三
期
）
は
こ
う
書
い
て
い
る
。「
東
京

都
所
在
の
公
証
役
場
の
公
証
人
は
、
原
則
と
し
て
判
事
な
ら
所
長
経
験
者
、
検
事
な
ら
検
事
正
経
験
者
に
限
り
、
法
律
上
の
定
年
は
無
い

が
、
事
実
上
は
（
略
）
七
〇
歳
を
定
年
と
し
て
運
用
さ
れ
て
交
替
し
て
行
く
こ
と
は
、
中
年
以
上
の
裁
判
官
に
は
常
識
で
あ
る
。
採
用
す

る
の
は
法
務
省
で
あ
る
が
、
任
用
希
望
は
最
高
裁
事
務
総
長
を
通
じ
て
で
も
足
り
る
と
思
わ
れ
る
雰
囲
気
だ
っ
た
」（
倉
田　
二
〇
〇
六
：

二
五
二
）。
こ
の
状
況
は
い
ま
も
ほ
と
ん
ど
変
わ
っ
て
い
な
い
。
二
〇
一
九
年
六
月
二
五
日
付
『
読
売
新
聞
』
に
よ
れ
ば
、「
公
証
人
は
〇

二
年
度
に
民
間
へ
の
開
放
を
促
す
目
的
で
公
募
制
が
導
入
さ
れ
た
。
そ
の
後
も
弁
護
士
か
ら
の
登
用
は
ゼ
ロ
。
東
京
の
一
〇
六
ポ
ス
ト
に

は
三
月
末
現
在
、
い
ず
れ
も
元
検
察
官
と
元
裁
判
官
が
就
く
。
こ
の
う
ち
元
検
事
正
は
六
〇
人
、
地
裁
と
家
裁
の
元
所
長
は
三
一
人
。
両
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者
で
す
み
分
け
が
図
ら
れ
、
大
半
の
ポ
ス
ト
が
元
検
察
官
か
ら
元
検
察
官
、
元
裁
判
官
か
ら
元
裁
判
官
へ
と
引
き
継
が
れ
る
」。『
読
売
新

聞
』
は
こ
の
既
得
権
益
に
つ
い
て
、
二
〇
一
九
年
五
月
下
旬
か
ら
六
月
末
ま
で
に
一
〇
本
以
上
の
記
事
を
載
せ
て
追
及
し
た
。

（
12
）　

地
家
裁
所
長
の
う
ち
直
後
の
ポ
ス
ト
が
ほ
ぼ
確
実
に
高
裁
長
官
で
あ
る
所
長
ポ
ス
ト
が
三
つ
あ
る
。
東
京
地
裁
所
長
、
東
京
家
裁
所

長
、
お
よ
び
横
浜
地
裁
所
長
で
あ
る
。
私
は
こ
れ
ら
ポ
ス
ト
を
「
三
強
所
長
」
と
よ
ん
で
い
る
（
西
川　
二
〇
一
〇
：
八
八
）。

（
13
）　

具
体
的
な
事
例
数
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

地
家
裁
所
長
ポ
ス
ト

高
裁
部
総
括
直
後
の
就
任
数

備　

考

1

東
京
地
裁
所
長

12

高
裁
所
在
地
地
裁
所
長
／
「
三
強
所
長
」

2

大
阪
地
裁
所
長

3

高
裁
所
在
地
地
裁
所
長

3

名
古
屋
地
裁
所
長

12

高
裁
所
在
地
地
裁
所
長

4

広
島
地
裁
所
長

（

高
裁
所
在
地
地
裁
所
長

5

福
岡
地
裁
所
長

12

高
裁
所
在
地
地
裁
所
長

6

仙
台
地
裁
所
長

（

高
裁
所
在
地
地
裁
所
長

（

札
幌
地
裁
所
長

1

高
裁
所
在
地
地
裁
所
長

（

高
松
地
裁
所
長

5

高
裁
所
在
地
地
裁
所
長

（

東
京
家
裁
所
長

15

「
三
強
所
長
」

10

横
浜
地
裁
所
長

20

「
三
強
所
長
」

合　

計

（5

�

筆
者
作
成
。

　

合
計
九
五
人
の
う
ち
、
仲
家
暢
彦
（
二
三
期
）
は
福
岡
高
裁
部
総
括⇒
広
島
地
裁
所
長⇒

福
岡
高
裁
部
総
括⇒

福
岡
地
裁
所
長
と
歴
任

し
、
田
村
幸
一
（
三
〇
期
）
は
仙
台
高
裁
部
総
括⇒

仙
台
地
裁
所
長⇒
東
京
高
裁
部
総
括⇒

東
京
家
裁
所
長
と
進
ん
だ
。
右
の
表
で
は
そ

れ
ぞ
れ
二
か
所
の
所
長
に
算
入
し
て
い
る
た
め
、
実
数
は
九
三
人
と
な
る
。
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（
14
）　

二
〇
一
九
年
一
月
時
点
の
各
高
裁
に
お
け
る
部
の
数
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

高
裁
名

部
の
数

備　

考

1

東
京
高
裁

32

ほ
か
5
か
部
の
部
総
括
は
長
官
の
充
て
職
。

2

知
財
高
裁

3

ほ
か
2
か
部
の
部
総
括
は
所
長
の
充
て
職
。

3

大
阪
高
裁

20

ほ
か
1
か
部
の
部
総
括
は
長
官
の
充
て
職
。

4

名
古
屋
高
裁

6

ほ
か
1
か
部
の
部
総
括
は
長
官
の
充
て
職
。

5

名
古
屋
高
裁
金
沢
支
部

1

ほ
か
1
か
部
の
部
総
括
は
支
部
長
の
充
て
職
。

6

広
島
高
裁

4

ほ
か
1
か
部
の
部
総
括
は
長
官
の
充
て
職

（

広
島
高
裁
岡
山
支
部

1

ほ
か
1
か
部
の
部
総
括
は
支
部
長
の
充
て
職
。

（

福
岡
高
裁

（

ほ
か
1
か
部
の
部
総
括
は
長
官
の
充
て
職
。

（

福
岡
高
裁
宮
崎
支
部

1

ほ
か
1
か
部
の
部
総
括
は
支
部
長
の
充
て
職
。

10

福
岡
高
裁
那
覇
支
部

0

設
置
2
か
部
の
部
総
括
は
支
部
長
の
充
て
職
。

11

仙
台
高
裁

5

ほ
か
1
か
部
の
部
総
括
は
長
官
の
充
て
職
。

12

札
幌
高
裁

4

ほ
か
1
か
部
の
部
総
括
は
長
官
の
充
て
職
。

13

高
松
高
裁

4

ほ
か
1
か
部
の
部
総
括
は
長
官
の
充
て
職
。

合　

計

（（

�

「
平
成
31
年
度　

部
の
事
務
を
総
括
す
る
裁
判
官
名
簿
」
に
基
づ
き
筆
者
作
成
。

（
15
）　

裁
判
官
の
「
有
能
さ
」
を
測
る
尺
度
と
し
て
裁
判
所
内
で
は
司
法
行
政
能
力
が
重
視
さ
れ
る
。
矢
口
元
最
高
裁
長
官
は
次
の
よ
う
に

語
っ
て
い
る
。「
裁
判
は
、
ま
あ
何
と
か
で
き
る
が
、
事
務
は
駄
目
だ
と
い
う
人
は
い
ま
す
が
、
事
務
は
で
き
る
が
、
裁
判
は
で
き
な
い

と
い
う
人
は
、
不
思
議
に
い
ま
せ
ん
ね
。
一
流
の
行
政
官
だ
っ
た
ら
、
裁
判
も
で
き
る
と
思
い
ま
す
」（
矢
口　
二
〇
〇
四
：
一
九
二
）。

（
16
）　

東
京
高
裁
部
総
括
就
任
以
前
に
地
家
裁
所
長
の
経
験
の
な
い
一
五
人
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
（
ゴ
チ
ッ
ク
体
は
法
務
省
民
事
局
長
経

者
で
す
み
分
け
が
図
ら
れ
、
大
半
の
ポ
ス
ト
が
元
検
察
官
か
ら
元
検
察
官
、
元
裁
判
官
か
ら
元
裁
判
官
へ
と
引
き
継
が
れ
る
」。『
読
売
新

聞
』
は
こ
の
既
得
権
益
に
つ
い
て
、
二
〇
一
九
年
五
月
下
旬
か
ら
六
月
末
ま
で
に
一
〇
本
以
上
の
記
事
を
載
せ
て
追
及
し
た
。

（
12
）　

地
家
裁
所
長
の
う
ち
直
後
の
ポ
ス
ト
が
ほ
ぼ
確
実
に
高
裁
長
官
で
あ
る
所
長
ポ
ス
ト
が
三
つ
あ
る
。
東
京
地
裁
所
長
、
東
京
家
裁
所

長
、
お
よ
び
横
浜
地
裁
所
長
で
あ
る
。
私
は
こ
れ
ら
ポ
ス
ト
を
「
三
強
所
長
」
と
よ
ん
で
い
る
（
西
川　
二
〇
一
〇
：
八
八
）。

（
13
）　

具
体
的
な
事
例
数
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

地
家
裁
所
長
ポ
ス
ト

高
裁
部
総
括
直
後
の
就
任
数

備　

考

1

東
京
地
裁
所
長

12

高
裁
所
在
地
地
裁
所
長
／
「
三
強
所
長
」

2

大
阪
地
裁
所
長

3

高
裁
所
在
地
地
裁
所
長

3

名
古
屋
地
裁
所
長

12

高
裁
所
在
地
地
裁
所
長

4

広
島
地
裁
所
長

（

高
裁
所
在
地
地
裁
所
長

5

福
岡
地
裁
所
長

12

高
裁
所
在
地
地
裁
所
長

6

仙
台
地
裁
所
長

（

高
裁
所
在
地
地
裁
所
長

（

札
幌
地
裁
所
長

1

高
裁
所
在
地
地
裁
所
長

（

高
松
地
裁
所
長

5

高
裁
所
在
地
地
裁
所
長

（

東
京
家
裁
所
長

15

「
三
強
所
長
」

10

横
浜
地
裁
所
長

20

「
三
強
所
長
」

合　

計

（5

�

筆
者
作
成
。

　

合
計
九
五
人
の
う
ち
、
仲
家
暢
彦
（
二
三
期
）
は
福
岡
高
裁
部
総
括⇒

広
島
地
裁
所
長⇒

福
岡
高
裁
部
総
括⇒

福
岡
地
裁
所
長
と
歴
任

し
、
田
村
幸
一
（
三
〇
期
）
は
仙
台
高
裁
部
総
括⇒

仙
台
地
裁
所
長⇒

東
京
高
裁
部
総
括⇒

東
京
家
裁
所
長
と
進
ん
だ
。
右
の
表
で
は
そ

れ
ぞ
れ
二
か
所
の
所
長
に
算
入
し
て
い
る
た
め
、
実
数
は
九
三
人
と
な
る
。
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験
者
。
た
だ
し
横
山
は
法
務
省
人
権
擁
護
局
長
経
験
者
）。
園
部
秀
信
（
高
輪
一
期
）、
小
野
慶
二
（
一
期
）、
中
島
一
郎
（
三
期
）、
高
林

克
己
（
四
期
）、
藤
井
正
雄
（
九
期
）、
竹
田
稔
（
一
〇
期
）、
清
水
湛
（
一
二
期
）、
浜
崎
恭
生
（
一
六
期
）、
細
川
清
（
二
一
期
）、
横
山

匡
輝
（
二
一
期
）、
房
村
精
一
（
二
三
期
）、
寺
田
逸
郎
（
二
六
期
）、
倉
吉
敬
（
二
八
期
）、
原
優
（
三
一
期
）、
深
山
卓
也
（
三
四
期
）。

園
部
、
小
野
、
高
林
、
お
よ
び
竹
田
は
い
ず
れ
も
東
京
高
部
総
括
で
退
官
し
、
そ
の
後
地
家
裁
所
長
に
就
く
こ
と
は
な
か
っ
た
。

（
1（
）　

裁
判
官
が
検
事
に
転
官
し
て
行
政
官
庁
に
勤
務
す
る
出
向
人
事
が
あ
る
。
彼
ら
が
行
政
官
庁
に
勤
務
す
る
期
間
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る

が
、
や
が
て
再
び
裁
判
官
に
転
官
し
て
裁
判
所
に
復
帰
す
る
。

（
1（
）　

裁
判
官
が
判
事
補
の
う
ち
に
検
事
に
転
官
し
法
務
省
に
出
向
し
て
法
務
官
僚
と
し
て
昇
進
し
て
い
く
人
事
運
用
が
あ
る
。
出
向
期
間

は
長
期
に
及
ぶ
。
そ
し
て
、
彼
ら
出
向
裁
判
官
が
到
達
す
る
最
高
峰
ポ
ス
ト
が
法
務
省
民
事
局
長
で
あ
る
。
こ
の
ポ
ス
ト
は
一
貫
し
て
出

向
裁
判
官
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
来
て
い
る
（
西
川　
二
〇
一
〇
：
二
三
二
）。
そ
の
後
裁
判
官
に
再
び
転
官
し
て
東
京
高
裁
部
総
括
→
東

京
高
裁
管
内
の
地
裁
所
長
→
高
裁
長
官
→
最
高
裁
判
事
と
至
る
、
最
高
裁
へ
の
「
法
務
省
民
事
局
長
ル
ー
ト
」
が
あ
る
（
西
川　
二
〇
一

〇
：
三
九
）。

（
1（
）　

元
琉
球
高
裁
首
席
判
事
の
平
田
清
祐
は
「
最
高
裁
に
は
俗
に
「
北
海
道
方
式
」
と
言
わ
れ
る
人
事
の
シ
ス
テ
ム
が
あ
る
。
つ
ま
り
北

海
道
に
勤
務
し
た
ら
、
そ
の
後
は
東
京
の
重
要
ポ
ス
ト
に
配
置
す
る
と
い
う
方
法
だ
」
と
指
摘
し
て
い
る
（
平
田　
一
九
九
〇
：
二
一
二
）。

矢
口
は
札
幌
高
裁
勤
務
の
裁
判
官
に
つ
い
て
「
み
ん
な
紐
付
き
で
行
っ
て
い
ま
す
」
と
述
べ
て
い
る
（
矢
口　
二
〇
〇
四
：
二
一
〇
）。

（
20
）　
「
三
強
所
長
」
へ
の
「
転
出
」
者
五
一
人
の
内
訳
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
東
京
地
裁
所
長
一
七
人
、
東
京
家
裁
所
長
一
三
人
、
横

浜
地
裁
所
長
二
一
人
。
う
ち
二
人
は
東
京
高
裁
部
総
括
の
の
ち
東
京
家
裁
所
長
か
ら
東
京
地
裁
所
長
へ
と
進
ん
だ
。
加
え
て
、
横
浜
地
裁

所
長
か
ら
東
京
地
裁
所
長
に
達
し
た
者
と
東
京
家
裁
所
長
に
達
し
た
者
が
一
人
ず
つ
い
る
。

（
21
）　

そ
の
一
人
と
は
原
田
直
郎
（
五
期
）
で
あ
る
。
一
九
七
七
年
四
月
か
ら
最
高
裁
事
務
総
局
家
庭
局
長
を
、
一
九
八
〇
年
三
月
か
ら
同

経
理
局
長
を
、
そ
し
て
一
九
八
三
年
七
月
か
ら
大
津
地
家
裁
所
長
を
務
め
た
あ
と
、
一
九
八
五
年
一
〇
月
に
大
阪
高
裁
部
総
括
に
就
い
た
。

（
22
）　

大
阪
高
裁
部
総
括
就
任
以
前
に
地
家
裁
所
長
の
経
験
の
な
い
一
〇
人
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
日
野
達
藏
（
高
輪
一
期
）、
仲
西
二

郎
（
一
期
）、
石
松
竹
雄
（
二
期
）、
村
上
保
之
助
（
五
期
）、
柳
澤
千
昭
（
五
期
）、
潮
久
郎
（
八
期
）、
舟
本
信
光
（
八
期
）、
岡
本
健

（
九
期
）、
野
田
殷
稔
（
一
〇
期
）、
妹
尾
圭
策
（
一
六
期
）。
日
野
は
大
阪
高
裁
部
総
括
の
あ
と
高
松
家
裁
所
長
、
次
い
で
高
松
地
裁
所
長

を
歴
任
し
た
。
だ
が
、
そ
れ
以
外
の
九
人
は
大
阪
高
裁
部
総
括
を
最
後
に
退
官
し
、
地
家
裁
所
長
に
は
就
く
こ
と
は
な
か
っ
た
。
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（
23
）　

そ
の
三
人
と
は
荻
田
健
治
郎
（
三
期
）、
村
上
明
雄
（
四
期
）、
田
村
承
三
（
一
二
期
）
で
あ
る
。
彼
ら
の
う
ち
、
村
上
と
田
村
は
高

松
高
裁
事
務
局
長
を
務
め
高
松
高
裁
管
内
勤
務
の
長
い
高
松
「
定
着
」
者
で
あ
る
。
両
者
と
も
高
裁
部
総
括
だ
け
は
高
松
で
は
な
く
大
阪

で
「
箔
付
け
」
的
に
務
め
て
、
再
び
高
松
に
戻
り
高
松
地
裁
所
長
で
定
年
退
官
を
迎
え
た
。
荻
田
は
香
川
県
出
身
で
司
法
修
習
地
も
高
松

で
あ
っ
た
。
判
事
補
時
代
の
一
〇
年
間
は
高
松
高
裁
管
内
を
も
っ
ぱ
ら
異
動
し
た
。
依
願
退
官
前
に
高
松
地
裁
所
長
を
は
さ
ん
で
大
阪
高

裁
部
総
括
判
事
を
二
度
務
め
た
。「
定
着
」
に
つ
い
て
は
注（
25
）を
み
よ
。

（
24
）　

そ
の
一
人
と
は
藤
山
雅
行
（
三
〇
期
）
で
あ
る
。
二
〇
〇
〇
年
四
月
か
ら
二
〇
〇
四
年
三
月
ま
で
東
京
地
裁
民
事
三
部
（
行
政
部
）

の
部
総
括
判
事
を
務
め
て
、
小
田
急
線
高
架
化
訴
訟
を
は
じ
め
行
政
側
敗
訴
の
判
決
を
多
く
言
い
渡
し
た
。
民
事
三
部
に
所
属
し
て
い
た

こ
と
か
ら
、「
国
や
ぶ
れ
て
三
部
あ
り
」
と
も
評
さ
れ
た
。
経
歴
を
み
る
と
、
行
政
局
付
、
行
政
局
参
事
官
、
行
政
局
第
二
課
長
、
行
政

局
第
一
・
第
三
課
長
を
歴
任
し
て
き
た
行
政
畑
の
エ
リ
ー
ト
司
法
官
僚
で
あ
る
。
東
京
地
裁
部
総
括
を
「
無
難
」
に
こ
な
し
て
い
れ
ば
、

名
古
屋
で
は
な
く
東
京
高
裁
部
総
括
に
は
就
け
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
「
左
遷
」
人
事
の
「
影
響
は
大
き
か
っ
た
」
と
、
二
〇
〇
六
年
三

月
に
金
沢
地
裁
の
裁
判
長
と
し
て
北
陸
電
力
志
賀
原
発
二
号
機
の
運
転
停
止
を
命
じ
た
井
戸
謙
一
（
三
一
期
）
は
指
摘
す
る
。「
東
京
地

裁
の
行
政
部
の
部
総
括
と
し
て
最
高
裁
の
意
向
に
反
す
る
判
決
を
繰
り
返
す
と
、
行
政
事
件
か
ら
完
全
に
外
さ
れ
て
、
出
世
コ
ー
ス
か
ら

も
外
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
を
見
て
い
る
若
い
裁
判
官
た
ち
は
「
あ
ん
な
ト
ッ
プ
エ
リ
ー
ト
で
も
、
や
は
り
最
高
裁
の
意
に
反
す
る
判

決
を
す
る
と
、
こ
ん
な
処
遇
を
受
け
る
の
だ
」
と
受
け
止
め
ま
す
」（
井
戸　
二
〇
一
九
：
一
八
）。

（
25
）　

広
島
高
裁
松
江
支
部
と
仙
台
高
裁
秋
田
支
部
に
は
部
総
括
判
事
は
置
か
れ
て
い
な
い
。
注（
6
）で
引
い
た
下
級
裁
判
所
事
務
処
理
規

則
四
条
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
支
部
長
が
充
て
職
的
に
部
総
括
判
事
を
務
め
る
。
ま
た
、
福
岡
高
裁
那
覇
支
部
は
一
九
七
二
年
五
月
の
設

置
当
初
に
は
支
部
長
（
藤
井
一
雄
（
高
輪
一
期
））
の
ほ
か
に
部
総
括
判
事
が
置
か
れ
た
（
吉
井
直
昭
（
七
期
））。
吉
井
が
民
事
部
を
、

藤
井
が
刑
事
部
を
担
当
し
た
。
そ
の
後
、
一
九
七
三
年
一
一
月
に
藤
井
と
吉
井
が
転
出
し
森
綱
郎
（
二
期
）
が
支
部
長
に
就
い
た
。
だ
が

別
途
部
総
括
判
事
は
置
か
れ
ず
、
支
部
長
が
両
部
を
担
当
す
る
こ
と
に
変
わ
っ
て
今
日
に
至
っ
て
い
る
。

（
26
）　

裁
判
官
は
任
官
し
て
一
〇
年
間
の
判
事
補
時
代
は
約
三
年
周
期
で
全
国
を
異
動
す
る
。
そ
の
後
、
全
国
八
高
裁
管
内
の
い
ず
れ
か
に

「
定
着
」
し
て
、
異
動
の
範
囲
は
原
則
と
し
て
そ
の
定
着
し
た
高
裁
管
内
と
な
る
（
西
川　
二
〇
一
〇
：
七
七
―
七
八
）。

（
2（
）　

東
京
高
裁
管
内
は
関
東
・
東
京
お
よ
び
甲
信
越
さ
ら
に
静
岡
県
の
一
一
都
県
に
及
ぶ
。
管
内
の
地
家
裁
所
長
一
九
ポ
ス
ト
の
格
付
け

に
つ
い
て
、
元
最
高
裁
判
事
で
前
橋
地
裁
所
長
を
務
め
た
園
部
逸
夫
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。「
千
葉
、
浦
和
、
水
戸
、
前
橋
、
甲
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府
、
静
岡
と
い
う
の
は
、
関
八
州
で
す
か
ら
ね
。（
略
）
転
勤
先
と
し
て
は
、
割
合
い
い
と
こ
ろ
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。
ど
う
し
て
も
、

東
京
に
近
い
も
の
で
す
か
ら
ね
。
だ
か
ら
、
所
長
な
ど
の
地
位
も
、
関
八
州
の
所
長
の
地
位
は
、
か
な
り
高
い
」（
御
厨
編　
二
〇
一
三
：

一
一
八
）。

（
2（
）　

そ
の
三
人
と
広
島
高
裁
部
総
括
の
あ
と
に
就
い
た
ポ
ス
ト
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
小
川
正
明
（
二
七
期
）：
前
橋
家
裁
所
長
（
→

定
年
退
官
）、
高
麗
邦
彦
（
三
一
期
）：
千
葉
家
裁
所
長
（
→
定
年
退
官
）、
竹
内
民
生
（
三
二
期
）：
宇
都
宮
家
裁
所
長
（
→
定
年
退
官
）。

（
2（
）　

そ
の
三
人
と
広
島
高
裁
部
総
括
の
あ
と
に
就
い
た
ポ
ス
ト
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
宮
脇
辰
雄
（
高
輪
二
期
）：
高
知
地
家
裁
所
長

（
→
依
願
退
官
）、
安
井
章
（
三
期
）：
松
山
地
裁
所
長
（
→
依
願
退
官
）、
下
司
正
明
（
二
一
期
）：
松
山
地
裁
所
長
（
→
依
願
退
官
）。

（
30
）　

矢
口
元
最
高
裁
長
官
は
「
九
州
（
福
岡
高
裁
）
は
、
い
わ
ゆ
る
モ
ン
ロ
ー
主
義
的
な
と
こ
ろ
が
あ
り
」
と
述
べ
て
い
る
（
矢
口　
二

〇
一
〇
：
二
〇
九
）。

（
31
）　

歴
代
地
家
裁
所
長
就
任
者
の
出
身
大
学
と
「
級
班
区
分
」
を
ク
ロ
ス
分
析
す
る
と
、
私
大
出
身
者
の
五
割
以
上
は
Ａ
2
に
区
分
さ
れ

る
。
ち
な
み
に
東
大
は
二
割
程
度
で
あ
る
（
西
川　
二
〇
一
〇
：
七
三
）。

（
32
）　

仙
台
高
裁
管
内
に
地
家
裁
所
長
ポ
ス
ト
は
八
つ
あ
る
。
こ
れ
ら
に
司
法
修
習
終
了
者
は
二
〇
一
九
年
三
月
末
日
ま
で
で
一
六
〇
人
が

就
い
て
い
る
。
う
ち
東
京
「
定
着
」
者
は
一
二
五
人
（
七
八
・
一
％
）
で
あ
る
。
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